
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの移動を行うための再生記録装置であって、
第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、
前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、
第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、
前記再生手段の出力に暗号化を施して出力する暗号化手段と、
前記暗号化データを一時保存する一時記憶手段と、
前記暗号化されたデータを解読する解読手段と、
第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備し、
前記コンテンツの移動を行うとき、前記再生手段により前記コンテンツを再生して出力し
、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複製禁止の場合には、前記消去手段により
第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去すると同時に、前記暗号化手段により前記コン
テンツを暗号化して前記一時記憶手段に一時保存し、消去終了後は、前記一時記憶手段に
記録された前記暗号化データを読み出して出力し、前記解読手段により前記暗号化データ
を解読して出力し、前記一時記憶手段に記録された前記暗号化データを消去し、前記記録
手段により前記解読されたコンテンツを第２の記憶媒体に記録することによって、前記コ
ンテンツの移動を行う、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項２】
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消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの移動を装置間で行うための再生記録装置で
あって、
該再生記録装置は、第１の装置である再生消去装置と、第２の装置である記録装置と、こ
れらを接続する伝送ケーブル等の伝送路とからなり、
前記第 1の装置は、
前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテンツの移動を示す移動情報等を含むコンテ
ンツの移動を行う第１の認証手段と、
第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、
前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、
第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、
アナログプロテクション及び前記移動情報等を前記再生手段の出力に組み込むアナログプ
ロテクションシステム（ＡＰＳ）とを具備し、
前記第２の装置は、
前記第 1の装置との間で、相互認証及び前記移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第
２の認証手段と、
第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備するものであり、
前記コンテンツの移動を行うとき、第１の認証手段と第２の認証手段間で相互認証を行い
、前記再生手段により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記
コンテンツが複製禁止の場合には、前記ＡＰＳにより前記再生信号の出力にアナログプロ
テクション及び前記移動情報等を組み込んで出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体
から前記コンテンツを消去し、前記第 2の認証手段により前記移動情報を検出し、前記移
動情報に基づいて前記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録することに
よって、前記コンテンツの移動を行う、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項３】
請求項 記載の再生記録装置において、
前記コンテンツの移動を示す移動情報等の情報は、映像信号の垂直ブランキング期間に存
在する、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項４】
請求項 または請求項 に記載の再生記録装置において、
前記第２の記憶媒体はビデオカセットテープであって、
前記コンテンツにアナログプロテクション信号を重畳して記録する、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項５】
消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの移動を装置間で行うための再生記録装置で
あって、
該再生記録装置は、第 1の装置である再生消去装置と、第２の装置である記録装置と、こ
れらを接続する伝送ケーブル等の伝送路とからなり、
前記第 1の装置は、
前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテンツ移動を行う第１の認証手段と、
第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、
前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、
第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、
前記再生手段の出力に暗号化を施して出力する暗号化手段とを具備し、
前記第２の装置は、
前記第１の装置との間で、相互認証及びコンテンツの移動を行う第２の認証手段と、
前記暗号化されたデータを解読する解読手段と、
第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備するものであり、
前記コンテンツの移動を行うとき、第１の認証手段と第２の認証手段間で相互認証を行い
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、前記再生手段により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記
コンテンツが複製禁止の場合には、前記暗号化手段により前記コンテンツのデータを暗号
化して出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去し、前記解
読手段により暗号化データを解読して出力し、前記記録手段により前記コンテンツを第２
の記憶媒体に記録することによって、前記コンテンツの移動を行う、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項６】
消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの移動を装置間で行うための再生記録装置で
あって、
該再生記録装置は、第１の装置である再生消去装置と、第２の装置である記録装置と、こ
れらを接続する伝送ケーブル等の伝送路とからなり、
前記第１の装置は、
前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテンツの移動を示す移動情報等を含むコンテ
ンツの移動を行う第１の認証手段と、
第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、
前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、
第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、
前記コンテンツの画像データを圧縮して出力する圧縮手段と、
前記再生手段の出力に暗号化を施して出力する暗号化手段とを具備し、
前記第２の装置は、
前記第１の装置との間で、相互認証及び前記移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第
２の認証手段と、
前記暗号化されたデータを解読する解読手段と、
前記圧縮されたデータを伸長する伸長手段と、
第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備するものであり、
前記コンテンツの移動を行うとき、第１の認証手段と第２の認証手段間で相互認証を行い
、前記再生手段により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記
コンテンツが複製禁止の場合には、前記圧縮手段により前記コンテンツの画像データを圧
縮すると共に圧縮により確保した領域に前記著作権情報や前記移動情報の付加情報等を挿
入して出力し、前記暗号化手段により前記コンテンツのデータを暗号化して出力し、前記
消去手段により第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去し、前記第２の認証手段により
前記移動情報を含む付加情報を検出すると、前記解読手段により前記暗号化データを解読
して出力し、前記伸長手段により前記圧縮データを伸長して前記画像データを出力し、前
記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録することによって、前記コンテ
ンツの移動を行う、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項７】
請求項 に記載の再生記録装置において、
前記圧縮手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを減ずることによりデータ
を圧縮する手段であって、
前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あた
りのビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用さ
れない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成し
た値であり、
前記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持
たせることにより生成した値であり、
前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたも
のである、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項８】
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請求項 に記載の再生記録装置において、
前記伸長手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを算出し、生成値Ｇに加え
ることによって圧縮データを伸長する手段であって、
前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あた
りのビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用さ
れない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成し
た値であり、
前記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持
たせることにより生成した値であり、
前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたも
のである、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項９】
消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うた
めの再生記録装置を構成する、第１の装置である再生消去装置であって、
前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテンツの移動を示す移動情報等を含むコンテ
ンツの移動を行う第１の認証手段と、
第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、
前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、
第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、
アナログプロテクション及び前記移動情報等を前記再生手段の出力に組み込むアナログプ
ロテクションシステム（ＡＰＳ）とを具備し、
前記コンテンツの移動を行うとき、第１の認証手段と第２の装置間で相互認証を行い、前
記再生手段により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コン
テンツが複製禁止の場合には、前記ＡＰＳにより前記再生手段の出力にアナログプロテク
ション及び前記移動情報等を組み込んで出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から
前記コンテンツを消去する、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項１０】
請求項 に記載の第１の装置である再生消去装置において、
前記コンテンツの移動を示す移動情報等の情報は、映像信号の垂直ブランキング期間に存
在する、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項１１】
消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うた
めの再生記録装置を構成する、第１の装置である再生消去装置であって、
前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテンツの移動を行う第１の認証手段と、
第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、
前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、
第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、
前記再生手段の出力に暗号化を施して出力する暗号化手段とを具備し、
前記コンテンツの移動を行うとき、第１の認証手段と第２の装置間で相互認証を行い、前
記再生手段により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コン
テンツが複製禁止の場合には、前記暗号化手段により前記コンテンツのデータを暗号化し
て出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去する、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項１２】
消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うた
めの再生記録装置を構成する、第１の装置である再生消去装置であって、
前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテンツの移動を示す移動情報等を含むコンテ
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ンツの移動を行う第１の認証手段と、
第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、
前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、
第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、
前記コンテンツの画像データを圧縮して出力する圧縮手段と、
前記再生手段の出力に暗号化を施して出力する暗号化手段とを具備し、
前記コンテンツの移動を行うとき、第１の認証手段と第２の装置間で相互認証を行い、前
記再生手段により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コン
テンツが複製禁止の場合には、前記圧縮手段により前記コンテンツの画像データを圧縮す
ると共に圧縮により確保した領域に前記著作権情報や前記移動情報の付加情報等を挿入し
て出力し、前記暗号化手段により前記コンテンツのデータを暗号化して出力し、前記消去
手段により第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去する、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項１３】
請求項 に記載の第１の装置である再生消去装置において、
前記圧縮手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを減ずることによりデータ
を圧縮する手段であって、
前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あた
りのビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用さ
れない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成し
た値であり、
前記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持
たせることにより生成した値であり、
前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたも
のである、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項１４】
消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うた
めの再生記録装置を構成する、第２の装置である記録装置であって、
前記第１の装置との間で、相互認証及びコンテンツの移動を示す移動情報等を含むコンテ
ンツの移動を行う第２の認証手段と、
第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備し、
前記コンテンツの移動を行うとき、第２の認証手段と第１の装置間で相互認証を行い、前
記第２の認証手段により前記移動情報を検出し、前記移動情報に基づいて前記記録手段に
より前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録する、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項１５】
請求項 に記載の第２の装置である記録装置において、
前記第２の記憶媒体はビデオカセットテープであって、
前記コンテンツにアナログプロテクション信号を重畳して記録する、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項１６】
消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うた
めの再生記録装置を構成する、第２の装置である記録装置であって、
前記第１の装置との間で、相互認証及びコンテンツの移動を行う第２の認証手段と、
暗号化されたデータを解読する解読手段と、
第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備し、
前記コンテンツの移動を行うとき、第２の認証手段と第１の装置間で相互認証を行い、前
記解読手段により暗号化データを解読して出力し、前記記録手段により前記コンテンツを
第２の記憶媒体に記録する、

10

20

30

40

50

(5) JP 3573685 B2 2004.10.6

１２

１４



ことを特徴とする記録装置。
【請求項１７】
消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うた
めの再生記録装置を構成する、第２の装置である記録装置であって、
前記第１の装置との間で、相互認証及びコンテンツの移動を示す移動情報等を含むコンテ
ンツの移動を行う第２の認証手段と、
圧縮されたデータを伸長する伸長手段と、
第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備し、
前記コンテンツの移動を行うとき、第２の認証手段と第１の装置間で相互認証を行い、前
記第２の認証手段により前記移動情報等を含む付加情報を検出すると、前記解読手段によ
り暗号化データを解読して出力し、前記伸長手段により圧縮データを伸長して前記コンテ
ンツを出力し、前記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録する、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項１８】
請求項 に記載の第２の装置である記録装置において、
前記伸長手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを算出し、生成値Ｇに加え
ることによって圧縮データを伸長する手段であって、
前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あた
りのビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用さ
れない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成し
た値であり、
前記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持
たせることにより生成した値であり、
前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたも
のである、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項１９】
請求項 ないし請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、
前記コンテンツの一時記憶を行う一時記憶手段をさらに具備し、
一時記憶手段により、前記コンテンツの一時記憶を行う、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項２０】
請求項 ないし請求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において
、
前記コンテンツの一時記憶を行う一時記憶手段をさらに具備し、
一時記憶手段により、前記コンテンツの一時記憶を行う、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項２１】
請求項 ないし請求項 のいずれかに記載の第２の装置である記録装置において、
前記コンテンツの一時記憶を行う一時記憶手段をさらに具備し、
一時記憶手段により、前記コンテンツの一時記憶を行う、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２２】
請求項 記載の再生記録装置において、
第２の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生する第２の再生手段と、
前記再生手段または前記消去手段、前記第２の再生手段、前記記録手段を制御する制御手
段とをさらに具備し、
第２の記憶媒体への記録信号と第２の記憶媒体からの再生信号の照合による情報等を含む
移動情報に基いて前記制御手段により前記再生手段または前記消去手段、前記第２の再生
手段、前記消去手段を制御し、前記コンテンツの移動を行う、
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ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項２３】
請求項 ないし請求項 または請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、
第２の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生する第２の再生手段と、
前記再生手段と前記消去手段とを制御する第１の制御手段と、
前記第２の再生手段と前記記録手段とを制御する第２の制御手段とをさらに具備し、
第２の記憶媒体への記録信号と第２の記憶媒体からの再生信号の照合による情報等を含む
移動情報に基いて、前記第１の制御手段または第２の制御手段により前記再生手段または
前記消去手段、前記第２の再生手段、前記消去手段を制御し、前記コンテンツの移動を行
う、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項２４】
請求項 ないし請求項 または請求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消
去装置において、
前記再生手段と前記消去手段とを制御する第１の制御手段をさらに具備し、
前記第１の制御手段により前記再生手段と前記消去手段とを制御し、コンテンツの移動を
行う、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項２５】
請求項 ないし請求項 または請求項 のいずれかに記載の第２の装置である記録
装置において、
第２の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生する第２の再生手段と、
前記第２の再生手段と前記記録手段とを制御する第２の制御手段とをさらに具備し、
第２の記憶媒体への記録信号と第２の記憶媒体からの再生信号の照合による情報等を含む
移動情報に基いて、第２の制御手段により前記第２の再生手段と前記記憶手段とを制御し
、前記コンテンツの移動を行う
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２６】
請求項 ないし請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の再生記録装置
において、
前記第 1の認証手段または前記第２の認証手段による相互認証は前記コンテンツの移動中
にも行い、相互認証が確立している場合に前記コンテンツの移動を継続する、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項２７】
請求項 ないし請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第１の装置
である再生消去装置において、
前記第１の認証手段による相互認証は前記コンテンツの移動中にも行い、相互認証が確立
している場合に前記コンテンツの移動を継続する、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項２８】
請求項 ないし請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第２の装
置である記録装置において、
前記第２の認証手段による相互認証は前記コンテンツの移動中にも行い、相互認証が確立
している場合に前記コンテンツの移動を継続する、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２９】
請求項 ないし請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の
再生記録装置において、
前記コンテンツを区分し、前記コンテンツの移動を区分単位で行う、
ことを特徴とする再生記録装置。
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【請求項３０】
請求項 ないし請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載
の第１の装置である再生消去装置において、
前記コンテンツを区分し、前記コンテンツの移動を区分単位で行う、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項３１】
請求項 ないし請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記
載の第２の装置である記録装置において、
前記コンテンツを区分し、前記コンテンツの移動を区分単位で行う、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項３２】
請求項 に記載の再生記録装置において、
前記コンテンツの移動を行うとき、第２の記憶媒体への前記コンテンツの記録位置と、第
１の記憶媒体への前記コンテンツの消去位置が同じである、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項３３】
請求項 に記載の第１の装置である再生消去装置において、
前記コンテンツの移動を行うとき、第１の記憶媒体の前記コンテンツへの消去位置と、前
記外部装置の第２の記憶媒体への前記コンテンツの記録位置が同じである、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項３４】
請求項 に記載の第２の装置である記録装置において、
前記コンテンツの移動を行うとき、第２の記憶媒体への前記コンテンツの記録位置と、前
記外部装置の第１の記憶媒体への前記コンテンツの消去位置が同じである、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項３５】
請求項 たは請求項 記載の再生記録装置において、
前記コンテンツの移動が行われる場合に、前記移動情報または著作権情報等のコンテンツ
移動に関する情報を記録して保持する不揮発性メモリとをさらに具備し、
前記不揮発性メモリに前記移動情報が存在する場合には移動処理を継続し、移動が終了す
ると前記情報を消去することによって、再生記録装置の電源オフ等によりコンテンツの移
動処理が中断された場合、前記メモリ内の移動情報を読み出すことにより移動を再開する
、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項３６】
請求項 ないし請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 または請求
項 のいずれかに記載の再生記録装置において、
前記コンテンツの移動が行われる場合に、前記移動情報または著作権情報、コンテンツの
区分を示す情報等のコンテンツ移動に関する情報を記録して保持する不揮発性メモリとを
さらに具備し、
前記不揮発性メモリに前記移動情報が存在する場合には移動処理を継続し、移動が終了す
ると前記情報を消去することによって、再生記録装置の電源オフ等によりコンテンツの移
動処理が中断された場合、前記メモリ内の移動情報を読み出すことにより移動を再開する
、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項３７】
請求項 ないし請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 または請
求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において、
前記コンテンツの移動が行われる場合に、前記移動情報または著作権情報、コンテンツの
区分を示す情報等のコンテンツ移動に関する情報を記録して保持する不揮発性メモリとを
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さらに具備し、
前記不揮発性メモリに前記移動情報が存在する場合には移動処理を継続し、移動が終了す
ると前記情報を消去することによって、第１の装置の電源オフ等によりコンテンツの移動
処理が中断された場合、前記メモリ内の移動情報を読み出すことにより移動を再開する、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項３８】
請求項１ 求項 または請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、
該再生記録装置にコンテンツの移動指示を送る移動指示手段をさらに具備し、
前記移動指示手段の指示により前記コンテンツの移動を行う、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項３９】
請求項 ないし請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項

または請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、
前記第１の装置にコンテンツの移動指示を送る移動指示手段をさらに具備し、
前記移動指示手段の指示により前記コンテンツの移動を行う、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項４０】
請求項 ないし請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項

または請求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において、
該第１の装置にコンテンツの移動指示を送る移動指示手段をさらに具備し、
前記移動指示手段の指示により前記コンテンツの移動を行う、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項４１】
請求項１ 求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の再生記録装置に
おいて、
前記コンテンツが移動中かどうかを表示する移動表示手段をさらに具備し、
前記移動表示手段により、前記コンテンツの移動が行われているときには移動中であるこ
とを表示して装置外部に明示する、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項４２】
請求項 ないし請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項

、請求項 または請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、
前記第１の装置に、前記コンテンツが移動中かどうかを表示する移動表示手段をさらに具
備し、
前記移動表示手段により、前記コンテンツの移動が行われているときには移動中であるこ
とを表示して装置外部に明示する、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項４３】
請求項 ないし請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項

、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置に
おいて、
前記コンテンツが移動中かどうかを表示する移動表示手段をさらに具備し、
前記移動表示手段により、前記コンテンツの移動が行われているときには移動中であるこ
とを表示して装置外部に明示する、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項４４】
移動の許否を示す情報を有し、請求項１ないし請求項 のいずれかに記載の再生記録装
置、第 1の装置である再生消去装置または第 2の装置である記録装置によってコンテンツの
移動を行うことを特徴とする、記憶媒体または着脱可能型記憶媒体。
【請求項４５】
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生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを減ずることによりデータを圧縮する圧縮手
段を具備し、
前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あた
りのビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用さ
れない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成し
た値であり、
前記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持
たせることにより生成した値であり、
前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたも
のであって、
前記著作権情報や移動情報等の付加情報の挿入等を行うために、前記圧縮手段のデータ圧
縮によりデータ領域を確保する、
ことを特徴とする再生記録装置における第 1の装置である再生消去装置。
【請求項４６】
生成値Ｇよりも小さい前記未使用生成値の総数Ｔを算出し、生成値Ｇに加えることによっ
て圧縮データを伸長する伸長手段を具備し、
前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あた
りのビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用さ
れない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成し
た値であり、
前記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持
たせることにより生成した値であり、
前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたも
のであって、
前記伸長手段により圧縮データを伸長する、
ことを特徴とする再生記録装置における第 2の装置である記録装置。
【請求項４７】
請求項 に記載の再生記録装置において、
前記コンテンツの区分は、前記第１の記憶媒体がビデオカセットテープである場合は、当
該再生記録装置が有する時刻の周期的カウントにより行い、
前記第１の記憶媒体が磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の場合は、該第１の
記憶媒体に記憶されているコンテンツのバイト単位で行う、
ことを特徴とする再生記録装置。
【請求項４８】
請求項 に記載の第１の装置である再生消去装置において、
前記コンテンツの区分は、前記第１の記憶媒体がビデオカセットテープである場合は、当
該再生消去装置が有する時刻の周期的カウントにより行い、
前記第１の記憶媒体が磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の場合は、該第１の
記憶媒体に記憶されているコンテンツのバイト単位で行う、
ことを特徴とする再生消去装置。
【請求項４９】
請求項 に記載の第２の装置である記録装置において、
前記コンテンツの区分は、前記第２の記憶媒体がビデオカセットテープである場合は、当
該記録装置が有する時刻の周期的カウントにより行い、
前記第１の記憶媒体が磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の場合は、該第１の
記憶媒体に記憶されているコンテンツのバイト単位で行う、
ことを特徴とする再生消去装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、記憶媒体に記録されたコンテンツの再生、および、記憶媒体へのコンテンツの
記録、消去に関するものであり、特に複製禁止のコンテンツを、それが記録されている記
憶媒体から 別の記憶媒体に移動させ 生記録装置 。
【０００２】
【従来の技術】
従来の再生記録装置では、例えば、記憶媒体にディジタル記録された複製禁止のコンテン
ツに対しては、その著作権情報を検出して、再生のみを行うようになっている。
また、従来の再生記録装置では、例えば、ビデオカセットテープにアナログ記録されてい
る複製禁止のコンテンツにおいて、その再生信号を別のビデオカセットテープに記録した
としても、アナログプロテクションシステムの効果によって、その再生映像は、視聴者が
正常に視聴できないような画質劣化された映像になり、その結果不正な複製を防止するよ
うになっている。
例えば特開平９－１３０７６６に、テレビジョン信号の伝送または、記録方法、および記
録装置が提案されており、従来技術の具体的な例として図１５を用いて説明する。図１５
は複製世代制限情報を伝送するための信号フォーマットを示す図である。
【０００３】
これは、アナログテレビジョン信号の垂直ブランキング期間の第２１ラインに対して重畳
されるクローズドキャプション信号と関連して規格化されている、エクステンディッド・
データ・サービス（ＸＤＳ）信号のフォーマットを利用してＣＧＭＳ情報をのせるもので
ある。ＸＤＳ信号は、クロックランイン期間と、スタートビットと、１６ビットのディジ
タル信号からなり、ディジタル信号は、キャラクタ１および２の２バイトへ分割される。
そして、ＸＤＳ信号の規定による情報とＣＧＭＳ情報とは、スタートビット、キャラクタ
１、および／またはキャラクタ２によって識別可能とされ、記録装置は、この第２１番目
のラインのＣＧＭＳ情報を識別し、複製世代制限を行うようになっている。
【０００４】
【発明を解決しようとする課題】

発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、記憶媒体に記録され
複製禁止コンテンツ 、元の記憶媒体から消去し 、別の記憶媒体に

移動することによって、コンテンツの移動を行 生記録装置を提供することを目的とす
る。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するために、本発明の再生記録装置は、再生手段および記録手段の併用に
より、記憶媒体に記録されたコンテンツが複製禁止のときには、その記憶媒体が消去可能
な媒体である場合に、そのコンテンツを記憶媒体から消去すると共に、別の記憶媒体にそ
のコンテンツを記録することを特徴としたものである。
【０００７】

発明の請求項 記載の再生記録装置は、消去可能な記憶媒体に記録されたコンテンツの
移動を行うための再生記録装置であって、第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生
して出力する再生手段と、前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、第１の記
憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、前記再生手段の出力に暗号化を施して出
力する暗号化手段と、前記暗号化データを一時保存する一時記憶手段と、前記暗号化され
たデータを解読する解読手段と、第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段と
を具備し、前記コンテンツの移動を行うとき、前記再生手段により前記コンテンツを再生
して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複製禁止の場合には、前記消去
手段により第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去すると同時に、前記暗号化手段によ
り前記コンテンツを暗号化して前記一時記憶手段に一時保存し、消去終了後は、前記一時
記憶手段に記録された前記暗号化データを読み出して出力し、前記解読手段により前記暗
号化データを解読して出力し、前記一時記憶手段に記録された前記暗号化データを消去し
、前記記録手段により前記解読されたコンテンツを第２の記憶媒体に記録することによっ
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て、前記コンテンツの移動を行うことを特徴とするものである。
【０００８】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、消去可能な記憶媒体に記録されたコンテ
ンツの移動を装置間で行うための再生記録装置であって、該再生記録装置は、第１の装置
である再生消去装置と、第２の装置である記録装置と、これらを接続する伝送ケーブル等
の伝送路とからなり、前記第１の装置は、前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテ
ンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第１の認証手段と、第１の記
憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、前記コンテンツの著作権
情報を検出する検出手段と、第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、ア
ナログプロテクション及び前記移動情報等を前記再生手段の出力に組み込むアナログプロ
テクションシステム（ＡＰＳ）とを具備し、前記第２の装置は、前記第１の装置との間で
、相互認証及び前記移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第２の認証手段と、第２の
記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備するものであり、前記コンテンツ
の移動を行うとき、第１の認証手段と第２の認証手段間で相互認証を行い、前記再生手段
により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複
製禁止の場合には、前記ＡＰＳにより前記再生信号の出力にアナログプロテクション及び
前記移動情報等を組み込んで出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記コンテ
ンツを消去し、前記第２の認証手段により前記移動情報を検出し、前記移動情報に基づい
て前記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録することによって、前記コ
ンテンツの移動を行うことを特徴とするものである。
【０００９】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 記載の再生記録装置において、
前記コンテンツの移動を示す移動情報等の情報は、映像信号の垂直ブランキング期間に存
在することを特徴とするものである。
【００１０】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 または請求項 に記載の再生記
録装置において、前記第２の記憶媒体はビデオカセットテープであって、前記コンテンツ
にアナログプロテクション信号を重畳して記録することを特徴とするものである。
【００１１】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、消去可能な記憶媒体に記録されたコンテ
ンツの移動を装置間で行うための再生記録装置であって、該再生記録装置は、第１の装置
である再生消去装置と、第２の装置である記録装置と、これらを接続する伝送ケーブル等
の伝送路とからなり、前記第１の装置は、前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテ
ンツ移動を行う第１の認証手段と、第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出
力する再生手段と、前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、第１の記憶媒体
の前記コンテンツを消去する消去手段と、前記再生手段の出力に暗号化を施して出力する
暗号化手段とを具備し、前記第２の装置は、前記第１の装置との間で、相互認証及びコン
テンツの移動を行う第２の認証手段と、前記暗号化されたデータを解読する解読手段と、
第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備するものであり、前記コン
テンツの移動を行うとき、第１の認証手段と第２の認証手段間で相互認証を行い、前記再
生手段により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテン
ツが複製禁止の場合には、前記暗号化手段により前記コンテンツのデータを暗号化して出
力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去し、前記解読手段に
より暗号化データを解読して出力し、前記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒
体に記録することによって、前記コンテンツの移動を行うことを特徴とするものである。
【００１２】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、消去可能な記憶媒体に記録されたコンテ
ンツの移動を装置間で行うための再生記録装置であって、該再生記録装置は、第１の装置
である再生消去装置と、第２の装置である記録装置と、これらを接続する伝送ケーブル等
の伝送路とからなり、前記第１の装置は、前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテ

10

20

30

40

50

(12) JP 3573685 B2 2004.10.6

２

３ ２

４ ２ ３

５

６



ンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第１の認証手段と、第１の記
憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、前記コンテンツの著作権
情報を検出する検出手段と、第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、前
記コンテンツの画像データを圧縮して出力する圧縮手段と、前記再生手段の出力に暗号化
を施して出力する暗号化手段とを具備し、前記第２の装置は、前記第１の装置との間で、
相互認証及び前記移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第２の認証手段と、前記暗号
化されたデータを解読する解読手段と、前記圧縮されたデータを伸長する伸長手段と、第
２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備するものであり、前記コンテ
ンツの移動を行うとき、第１の認証手段と第２の認証手段間で相互認証を行い、前記再生
手段により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテンツ
が複製禁止の場合には、前記圧縮手段により前記コンテンツの画像データを圧縮すると共
に圧縮により確保した領域に前記著作権情報や前記移動情報の付加情報等を挿入して出力
し、前記暗号化手段により前記コンテンツのデータを暗号化して出力し、前記消去手段に
より第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去し、前記第２の認証手段により前記移動情
報を含む付加情報を検出すると、前記解読手段により前記暗号化データを解読して出力し
、前記伸長手段により前記圧縮データを伸長して前記画像データを出力し、前記記録手段
により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録することによって、前記コンテンツの移動
を行うことを特徴とするものである。
【００１３】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 に記載の再生記録装置において
、前記圧縮手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを減ずることによりデー
タを圧縮する手段であって、前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される
値の総数が、データ一値あたりのビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、す
なわちデータ値として使用されない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁
を持たせることにより生成した値であり、前記未使用生成値は、前記使用されないデータ
値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記複数
のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたものである
ことを特徴とするものである。
【００１４】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 に記載の再生記録装置において
、前記伸長手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを算出し、生成値Ｇに加
えることによって圧縮データを伸長する手段であって、前記生成値Ｇは、コンテンツ内の
データ値として使用される値の総数が、データ一値あたりのビット数で表現される値の総
数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用されない値があるデータにおいて、
複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記未使用生成値は
、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生
成した値であり、前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し
桁数をそろえたものであることを特徴とするものである。
【００１６】
また、本発明の請求項 記載の第 1の装置である再生消去装置は、消去可能な記憶媒体に
記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を構
成する、第１の装置である再生消去装置であって、前記第２の装置との間で、相互認証及
びコンテンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第１の認証手段と、
第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、前記コンテンツ
の著作権情報を検出する検出手段と、第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手
段と、アナログプロテクション及び前記移動情報等を前記再生手段の出力に組み込むアナ
ログプロテクションシステム（ＡＰＳ）とを具備し、前記コンテンツの移動を行うとき、
第１の認証手段と第２の装置間で相互認証を行い、前記再生手段により前記コンテンツを
再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複製禁止の場合には、前記
ＡＰＳにより前記再生手段の出力にアナログプロテクション及び前記移動情報等を組み込
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んで出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去することを特
徴とするものである。
【００１７】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 に記載の第
１の装置である再生消去装置において、前記コンテンツの移動を示す移動情報等の情報は
、映像信号の垂直ブランキング期間に存在することを特徴とするものである。
【００１８】
また、本発明の請求項 記載の第 1の装置である再生消去装置は、消去可能な記憶媒体
に記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を
構成する、第１の装置である再生消去装置であって、前記第２の装置との間で、相互認証
及びコンテンツの移動を行う第１の認証手段と、第１の記憶媒体に記録されたコンテンツ
を再生して出力する再生手段と、前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、第
１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、前記再生手段の出力に暗号化を施
して出力する暗号化手段とを具備し、前記コンテンツの移動を行うとき、第１の認証手段
と第２の装置間で相互認証を行い、前記再生手段により前記コンテンツを再生して出力し
、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複製禁止の場合には、前記暗号化手段によ
り前記コンテンツのデータを暗号化して出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から
前記コンテンツを消去することを特徴とするものである。
【００１９】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、消去可能な記憶媒体
に記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を
構成する、第１の装置である再生消去装置であって、前記第２の装置との間で、相互認証
及びコンテンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第１の認証手段と
、第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、前記コンテン
ツの著作権情報を検出する検出手段と、第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去
手段と、前記コンテンツの画像データを圧縮して出力する圧縮手段と、前記再生手段の出
力に暗号化を施して出力する暗号化手段とを具備し、前記コンテンツの移動を行うとき、
第１の認証手段と第２の装置間で相互認証を行い、前記再生手段により前記コンテンツを
再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複製禁止の場合には、前記
圧縮手段により前記コンテンツの画像データを圧縮すると共に圧縮により確保した領域に
前記著作権情報や前記移動情報の付加情報等を挿入して出力し、前記暗号化手段により前
記コンテンツのデータを暗号化して出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記
コンテンツを消去することを特徴とするものである。
【００２０】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 に記載の
第１の装置である再生消去装置において、前記圧縮手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用
生成値の総数Ｔを減ずることによりデータを圧縮する手段であって、前記生成値Ｇは、コ
ンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あたりのビット数で表現
される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用されない値があるデー
タにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記未
使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持たせる
ことにより生成した値であり、前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまで
ゼロを追加し桁数をそろえたものであることを特徴とするものである。
【００２１】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、消去可能な記憶媒体に記
録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を構成
する、第２の装置である記録装置であって、前記第１の装置との間で、相互認証及びコン
テンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第２の認証手段と、第２の
記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備し、前記コンテンツの移動を行う
とき、第２の認証手段と第１の装置間で相互認証を行い、前記第２の認証手段により前記
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移動情報を検出し、前記移動情報に基づいて前記記録手段により前記コンテンツを第２の
記憶媒体に記録することを特徴とするものである。
【００２２】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 に記載の第２
の装置である記録装置において、前記第２の記憶媒体はビデオカセットテープであって、
前記コンテンツにアナログプロテクション信号を重畳して記録することを特徴とするもの
である。
【００２３】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、消去可能な記憶媒体に記
録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を構成
する、第２の装置である記録装置であって、前記第１の装置との間で、相互認証及びコン
テンツの移動を行う第２の認証手段と、暗号化されたデータを解読する解読手段と、第２
の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備し、前記コンテンツの移動を行
うとき、第２の認証手段と第１の装置間で相互認証を行い、前記解読手段により暗号化デ
ータを解読して出力し、前記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録する
ことを特徴とするものである。
【００２４】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、消去可能な記憶媒体に記
録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を構成
する、第２の装置である記録装置であって、前記第１の装置との間で、相互認証及びコン
テンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第２の認証手段と、圧縮さ
れたデータを伸長する伸長手段と、第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段
とを具備し、前記コンテンツの移動を行うとき、第２の認証手段と第１の装置間で相互認
証を行い、前記第２の認証手段により前記移動情報等を含む付加情報を検出すると、前記
解読手段により暗号化データを解読して出力し、前記伸長手段により圧縮データを伸長し
て前記コンテンツを出力し、前記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録
することを特徴とするものである。
【００２５】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 に記載の第２
の装置である記録装置において、前記伸長手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の
総数Ｔを算出し、生成値Ｇに加えることによって圧縮データを伸長する手段であって、前
記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あたり
のビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用され
ない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した
値であり、前記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並
べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記複数のデータ値は、最大データ値の
桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたものであることを特徴とするものである。
【００２６】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 のいずれかに
記載の再生記録装置において、前記コンテンツの一時記憶を行う一時記憶手段をさらに具
備し、一時記憶手段により、前記コンテンツの一時記憶を行うことを特徴とするものであ
る。
【００２７】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請
求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において、前記コンテンツの
一時記憶を行う一時記憶手段をさらに具備し、一時記憶手段により、前記コンテンツの一
時記憶を行うことを特徴とするものである。
【００２８】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 ないし請求項

のいずれかに記載の第２の装置である記録装置において、前記コンテンツの一時記憶
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を行う一時記憶手段をさらに具備し、一時記憶手段により、前記コンテンツの一時記憶を
行うことを特徴とするものである。
【００２９】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 記載の再生記録装置におい
て、第２の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生する第２の再生手段と、前記再生手段
または前記消去手段、前記第２の再生手段、前記記録手段を制御する制御手段とをさらに
具備し、第２の記憶媒体への記録信号と第２の記憶媒体からの再生信号の照合による情報
等を含む移動情報に基いて前記制御手段により前記再生手段または前記消去手段、前記第
２の再生手段、前記消去手段を制御し、前記コンテンツの移動を行うことを特徴とするも
のである。
【００３０】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 または請求項

のいずれかに記載の再生記録装置において、第２の記憶媒体に記録されたコンテンツ
を再生する第２の再生手段と、前記再生手段と前記消去手段とを制御する第１の制御手段
と、前記第２の再生手段と前記記録手段とを制御する第２の制御手段とをさらに具備し、
第２の記憶媒体への記録信号と第２の記憶媒体からの再生信号の照合による情報等を含む
移動情報に基いて、前記第１の制御手段または第２の制御手段により前記再生手段または
前記消去手段、前記第２の再生手段、前記消去手段を制御し、前記コンテンツの移動を行
うことを特徴とするものである。
【００３１】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 または請求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において、前
記再生手段と前記消去手段とを制御する第１の制御手段をさらに具備し、前記第１の制御
手段により前記再生手段と前記消去手段とを制御し、コンテンツの移動を行うことを特徴
とするものである。
【００３２】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 ないし請求項

または請求項 のいずれかに記載の第２の装置である記録装置において、第２の記
憶媒体に記録されたコンテンツを再生する第２の再生手段と、前記第２の再生手段と前記
記録手段とを制御する第２の制御手段とをさらに具備し、第２の記憶媒体への記録信号と
第２の記憶媒体からの再生信号の照合による情報等を含む移動情報に基いて、第２の制御
手段により前記第２の再生手段と前記記憶手段とを制御し、前記コンテンツの移動を行う
ことを特徴とするものである。
【００３３】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 、請求項
または請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、前記第 1の認証手段または
前記第２の認証手段による相互認証は前記コンテンツの移動中にも行い、相互認証が確立
している場合に前記コンテンツの移動を継続することを特徴とするものである。
【００３４】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置
において、前記第１の認証手段による相互認証は前記コンテンツの移動中にも行い、相互
認証が確立している場合に前記コンテンツの移動を継続することを特徴とするものである
。
【００３５】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 ないし請求項

、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第２の装置である記録装置におい
て、前記第２の認証手段による相互認証は前記コンテンツの移動中にも行い、相互認証が
確立している場合に前記コンテンツの移動を継続することを特徴とするものである。
【００３６】
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また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 、請求項
、請求項 または請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、前記コンテン
ツを区分し、前記コンテンツの移動を区分単位で行うことを特徴とするものである。
【００３７】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第１の装置である
再生消去装置において、前記コンテンツを区分し、前記コンテンツの移動を区分単位で行
うことを特徴とするものである。
【００３８】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 ないし請求項

、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第２の装置である記
録装置において、前記コンテンツを区分し、前記コンテンツの移動を区分単位で行うこと
を特徴とするものである。
【００３９】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 に記載の再生記録装置にお
いて、前記コンテンツの移動を行うとき、第２の記憶媒体への前記コンテンツの記録位置
と、第１の記憶媒体への前記コンテンツの消去位置が同じであることを特徴とするもので
ある。
【００４０】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 に記載の
第１の装置である再生消去装置において、前記コンテンツの移動を行うとき、第１の記憶
媒体の前記コンテンツへの消去位置と、前記外部装置の第２の記憶媒体への前記コンテン
ツの記録位置が同じであることを特徴とするものである。
【００４１】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 に記載の第２
の装置である記録装置において、前記コンテンツの移動を行うとき、第２の記憶媒体への
前記コンテンツの記録位置と、前記外部装置の第１の記憶媒体への前記コンテンツの消去
位置が同じであることを特徴とするものである。
【００４２】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 たは請求項 に記載の再
生記録装置において、前記コンテンツの移動が行われる場合に、前記移動情報または著作
権情報等のコンテンツ移動に関する情報を記録して保持する不揮発性メモリとをさらに具
備し、前記不揮発性メモリに前記移動情報が存在する場合には移動処理を継続し、移動が
終了すると前記情報を消去することによって、再生記録装置の電源オフ等によりコンテン
ツの移動処理が中断された場合、前記メモリ内の移動情報を読み出すことにより移動を再
開することを特徴とするものである。
【００４３】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 、請求項
、請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の再生記録装
置において、前記コンテンツの移動が行われる場合に、前記移動情報または著作権情報、
コンテンツの区分を示す情報等のコンテンツ移動に関する情報を記録して保持する不揮発
性メモリとをさらに具備し、前記不揮発性メモリに前記移動情報が存在する場合には移動
処理を継続し、移動が終了すると前記情報を消去することによって、再生記録装置の電源
オフ等によりコンテンツの移動処理が中断された場合、前記メモリ内の移動情報を読み出
すことにより移動を再開することを特徴とするものである。
【００４４】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれか
に記載の第１の装置である再生消去装置において、前記コンテンツの移動が行われる場合
に、前記移動情報または著作権情報、コンテンツの区分を示す情報等のコンテンツ移動に

10

20

30

40

50

(17) JP 3573685 B2 2004.10.6

２９ ２ ８ １９
２３ ２６

３０ ９
１３ ２０ ２４ ２７

３１ １４
１８ ２１ ２５ ２８

３２ ２９

３３ ３０

３４ ３１

３５ １ま ２２

３６ ２ ８ １９
２３ ２６ ２９ ３２

３７ ９
１３ ２０ ２４ ２７ ３０ ３３



関する情報を記録して保持する不揮発性メモリとをさらに具備し、前記不揮発性メモリに
前記移動情報が存在する場合には移動処理を継続し、移動が終了すると前記情報を消去す
ることによって、第１の装置の電源オフ等によりコンテンツの移動処理が中断された場合
、前記メモリ内の移動情報を読み出すことにより移動を再開することを特徴とするもので
ある。
【００４５】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 請求項 または請求項

のいずれかに記載の再生記録装置において、該再生記録装置にコンテンツの移動指示を
送る移動指示手段をさらに具備し、前記移動指示手段の指示により前記コンテンツの移動
を行うことを特徴とするものである。
【００４６】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 、請求項
、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載
の再生記録装置において、前記第１の装置にコンテンツの移動指示を送る移動指示手段を
さらに具備し、前記移動指示手段の指示により前記コンテンツの移動を行うことを特徴と
するものである。
【００４７】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 または請求項

のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において、該第１の装置にコンテン
ツの移動指示を送る移動指示手段をさらに具備し、前記移動指示手段の指示により前記コ
ンテンツの移動を行うことを特徴とするものである。
【００４８】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項１ 求項 、請求項 ま
たは請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、前記コンテンツが移動中かど
うかを表示する移動表示手段をさらに具備し、前記移動表示手段により、前記コンテンツ
の移動が行われているときには移動中であることを表示して装置外部に明示することを特
徴とするものである。
【００４９】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 、請求項
、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のい
ずれかに記載の再生記録装置において、前記第１の装置に、前記コンテンツが移動中かど
うかを表示する移動表示手段をさらに具備し、前記移動表示手段により、前記コンテンツ
の移動が行われているときには移動中であることを表示して装置外部に明示することを特
徴とするものである。
【００５０】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 ま
たは請求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において、前記コンテ
ンツが移動中かどうかを表示する移動表示手段をさらに具備し、前記移動表示手段により
、前記コンテンツの移動が行われているときには移動中であることを表示して装置外部に
明示することを特徴とするものである。
【００５１】
また、本発明の請求項 記載の記憶媒体または着脱可能型記憶媒体は、移動の許否を示
す情報を有し、請求項１ないし請求項 のいずれかに記載の再生記録装置、第１の装置
である再生消去装置または第２の装置である記録装置によってコンテンツの移動を行うこ
とを特徴とするものである。
【００５２】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置または第１の装置である再生消去装置は、
生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを減ずることによりデータを圧縮する圧縮手
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段を具備し、前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、デ
ータ一値あたりのビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値
として使用されない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせること
により生成した値であり、前記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数
のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記複数のデータ値は、
最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたものであって、前記著作権
情報や移動情報等の付加情報の挿入等を行うために、前記圧縮手段のデータ圧縮によりデ
ータ領域を確保することを特徴とするものである。
【００５３】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置における第２の装置である記録装置は、生
成値Ｇよりも小さい前記未使用生成値の総数Ｔを算出し、生成値Ｇに加えることによって
圧縮データを伸長する伸長手段を具備し、前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値とし
て使用される値の総数が、データ一値あたりのビット数で表現される値の総数よりも少な
いデータ、すなわちデータ値として使用されない値があるデータにおいて複数のデータ値
を並べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記未使用生成値は、前記使用され
ないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した値であり
、前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえた
ものであって、前記伸長手段により圧縮データを伸長することを特徴とするものである。
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求 に記載の再生記録装置にお
いて、前記コンテンツの区分は、前記第１の記憶媒体がビデオカセットテープである場合
は、当該再生記録装置が有する時刻の周期的カウントにより行い、前記第１の記憶媒体が
磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の場合は、該第１の記憶媒体に記憶されて
いるコンテンツのバイト単位で行うことを特徴とするものである。
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請 に記載の
第１の装置である再生消去装置において、前記コンテンツの区分は、前記第１の記憶媒体
がビデオカセットテープである場合は、当該再生消去装置が有する時刻の周期的カウント
により行い、前記第１の記憶媒体が磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の場合
は、該第１の記憶媒体に記憶されているコンテンツのバイト単位で行うことを特徴とする
ものである。
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請 に記載の第２
の装置である記録装置において、前記コンテンツの区分は、前記第２の記憶媒体がビデオ
カセットテープである場合は、当該記録装置が有する時刻の周期的カウントにより行い、
前記第１の記憶媒体が磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の場合は、該第１の
記憶媒体に記憶されているコンテンツのバイト単位で行うことを特徴とするものである。
【００５４】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
以下、本発明の実施の形態１について説明する。
まず、図１を用いて、実施の形態１における再生記録装置の構成を説明する。図１は本発
明の実施の形態１における、再生記録装置の構成図であり、図において、再生記録装置８
は、コンテンツが記録されている消去可能なビデオカセットテープ２とそのコンテンツの
移動先であるビデオカセットテープ７、再生部３、著作権情報検出部４、消去部５、記録
部６で構成され、移動指示手段であるリモコン１によりコンテンツの移動指示をうけると
、消去可能なビデオカセットテープ２に記録されたコンテンツを別のビデオカセットテー
プ７に移動させるものである。
再生部３は、ビデオカセットテープ２に記録されているコンテンツを再生して、音声信号
と映像信号を出力するものである。
著作権情報検出部４は、前記コンテンツの著作権情報を検出するものである。
記録部６は、著作権情報検出部４により前記コンテンツが複製禁止であることを検出した
場合は、再生部３にて再生された映像信号に信号を重畳する等した後、その映像信号を音
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声信号と共にビデオカセットテープ７に記録するものである。
消去部５は、再生部３により再生された前記コンテンツを消去していくものである。
【００５５】
次に、実施の形態１における、再生記録装置の動作を説明する。
再生記録装置８がリモコン１によりコンテンツの移動指示を受けると、再生部３は消去可
能なビデオカセットテープ２に記録されているコンテンツを再生して、その音声信号及び
映像信号を著作権情報検出部４に出力する。著作権情報検出部４は、再生部３から入力さ
れた映像信号からアナログプロテクションがかかっているかどうかを検出する。この検出
は、前記映像信号の垂直ブランキング期間を観測し、記録部６のＡＧＣを誤作動させる擬
似同期パルスが存在すれば複製禁止であると判断する。
【００５６】
著作権情報検出部４においてビデオカセットテープ２のコンテンツが複製禁止であると検
出された場合、記録部６は著作権情報検出部４からの出力により複製禁止であることを検
出し、再生部３から出力された映像信号に著作権情報検出部４で検出されたアナログプロ
テクション信号を重畳し、かつ、複製防止のためにそのアナログプロテクション信号の影
響を受けないＡＧＣの時定数に設定変更した状態でもって、音声信号と共にビデオカセッ
トテープ７に記録する。また、消去部５では、再生部３により再生された信号をビデオカ
セットテープ２から直ちに消去していく。
【００５７】
以上のようにして、実施の形態１の再生記録装置においては、消去可能なビデオカセット
テープ２にアナログ記録されているコンテンツ が複製禁止 場合、その

コンテンツをビデオカセッ
トテープ２から消去すると共に別のビデオカセットテープ７に記録することにより、

ビデオカセットテープ２にアナログ記録され
た複製禁止コンテンツを ビデオカセットテープ７に移動することができる。
【００５８】
（実施の形態２）
以下、本発明の実施の形態２について説明する。
まず、図２を用いて、実施の形態２における再生記録装置の構成を説明する。図２は本発
明の実施の形態２における、再生記録装置の構成図であり、図において、再生記録装置８
は、コンテンツが記録されている消去可能なビデオカセットテープ２とそのコンテンツの
移動先であるビデオカセットテープ７、著作権情報検出部４、消去部５、ディジタル信号
再生部９、暗号化部１０、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）１１、解読部１２、ディジ
タル信号記録部１３で構成され、移動指示手段であるリモコン１によりコンテンツの移動
指示をうけると、消去可能なビデオカセットテープ２に記録されたコンテンツを別のビデ
オカセットテープ７に移動させるものである。なお、前述した実施の形態と同じ構成につ
いては同じ符号を使い、以下説明を省略する。
【００５９】
ディジタル信号再生部９は、消去可能なビデオカセットテープ２にディジタル記録された
ＭＰＥＧストリームを再生するものである。
暗号化部１０は、ディジタル信号再生部９で再生されたＭＰＥＧストリームを暗号化して
出力するものである。
ＨＤＤ１１は、暗号化部１０で暗号化されたＭＰＥＧストリームを一時記憶するものであ
る。
解読部１２は、ＨＤＤ１１から暗号化されたＭＰＥＧストリームを解読して出力するもの
である。また、この時ＨＤＤ１１は、解読部１２にＭＰＥＧストリームを出力すると同時
にそのデータを消去する。
ディジタル信号記録部１３は、解読部１２から出力されたＭＰＥＧストリームを、ビデオ
カセットテープ７にディジタル記録するものである。
【００６０】
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次に、実施の形態２における、再生記録装置の動作を説明する。
再生記録装置８がリモコン１によりコンテンツの移動指示を受けると、ディジタル信号再
生部９は消去可能なビデオカセットテープ２にディジタル記録されたＭＰＥＧストリーム
を再生し、著作権情報検出部４に出力する。著作権情報検出部４では、ディジタル信号再
生部９から出力されたＭＰＥＧストリームの著作権情報を検出し、前記コンテンツが複製
禁止かどうかを判断する。
【００６１】
著作権情報検出部４においてビデオカセットテープ２のコンテンツが複製禁止であると検
出された場合、ディジタル信号再生部９で再生されたＭＰＥＧストリームは、暗号化部１
０で暗号化され、ＨＤＤ１１に一時記憶される。また、消去部５では、ディジタル信号再
生部９で再生されたＭＰＥＧストリームをビデオカセットテープ２から直ちに消去してい
く。
【００６２】
信号消去後、ビデオカセットテープ２が再生記録装置８から取り出され、新たにビデオカ
セットテープ７が再生記録装置８に挿入される（図２において、カセットテープ２および
７は説明の都合上併記している）と、ＨＤＤ１１は一時記憶したＭＰＥＧストリームを読
み出し、解読部１２に出力する。このとき、ＨＤＤ１１は、暗号化されたＭＰＥＧストリ
ームを出力すると同時にそのデータを消去していく。ＨＤＤ１１から出力された暗号化さ
れたＭＰＥＧストリームは、解読部１２で解読された後、ディジタル信号記録部１３にお
いてビデオカセットテープ７にディジタル記録される。
【００６３】
以上のようにして、実施の形態２における再生記録装置においては、消去可能なビデオカ
セットテープ２にディジタル記録されているコンテンツ が複製禁止 場
合、その コンテンツをビデ
オカセットテープ２から消去すると共に別のビデオカセットテープ７に記録することによ
り、 ビデオカセットテープ２にディジタ
ル記録された複製禁止コンテンツを、 ビデオカセットテープ７に移動することができ
る。
【００６４】
（実施の形態３）
以下、本発明の実施の形態３について説明する。
まず、図３と図４を用いて、実施の形態３における再生記録装置の構成を説明する。図３
および図４は実施の形態３における再生記録装置の構成図であり、図において再生記録装
置は、移動指示手段であるリモコン１によりコンテンツの移動指示をうける第１の装置で
ある再生消去装置８ａと第２の装置である記録装置８ｂとこれらを結ぶ伝送ケーブル１８
からなり、第１の装置８ａは、コンテンツが記録されている消去可能なビデオカセットテ
ープ２と、著作権情報検出部４と、消去部５と、ディジタル信号再生部９と、ＡＰＳ（ア
ナログプロテンションシステム）１４と、第１の認証部１５とを含み、第２の装置８ｂは
、記録部６と、前記コンテンツの移動先であるビデオカセットテープ７と、第２の認証部
１６とを含む構成になっている。なお、前述した実施の形態と同じ構成については同じ符
号を用い、以下説明を省略する。
【００６５】
ＡＰＳ１４は、ＭＰＥＧデコーダ１４ａとＮＴＳＣエンコーダ１４ｂからなり、ディジタ
ル信号再生部９が出力したＭＰＥＧストリームをＭＰＥＧデコーダ１４ａによりＭＰＥＧ
デコードし、ＮＴＳＣエンコーダ１４ｂにより音声信号とＮＴＳＣ方式の映像信号を生成
して出力するものである。
伝送ケーブル１８は、アナログ音声信号やアナログ映像信号を伝送するケーブルである。
【００６６】
第１の認証部１５および第２の認証部１６は、伝送ケーブル１８を介して識別情報を送り
合うことにより、相互認証を行うものである。この相互認証は、映像信号の垂直ブランキ
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ング期間を用いた既成の双方向通信方式を用いて行われ、第１の認証部１５および第２の
認証部１６がそれぞれ作成したコードを相手の認証部へ送信した後に返信コードを受け取
り、その返信コードが予測したコードと等しければ相手の装置がコンテンツの移動を行え
る装置であると認識することによって行われるものである。また、第１の認証部１５およ
び第２の認証部１６は、前記移動コンテンツの送受信も行う。
【００６７】
次に、実施の形態３における、再生記録装置の動作を説明する。
第１の装置８ａがリモコン１によりコンテンツの移動指示を受けると、第１の認証部１５
および第２の認証部１６は、伝送ケーブル１８を介して相互認証を行う。
ディジタル信号再生部９はビデオカセットテープ２にディジタル記録されたＭＰＥＧスト
リームを再生し、著作権情報検出部４に出力する。著作権情報検出部４では、ディジタル
信号再生部９から出力されたＭＰＥＧストリームの著作権情報を検出し、前記コンテンツ
が複製禁止かどうかを判断する。
【００６８】
著作権情報検出部４においてビデオカセットテープ２のコンテンツが複製禁止であると検
出された場合、ディジタル信号再生部９によって再生されたＭＰＥＧストリームは、ＡＰ
Ｓ１４に入力され、ＭＰＥＧデコーダ１４ａによりＭＰＥＧデコードされ、ＮＴＳＣエン
コーダ１４ｂにより音声信号とＮＴＳＣ方式の映像信号にされる。このとき、ＮＴＳＣエ
ンコーダ１４ｂは、映像信号にアナログプロテクション信号を施すと共に、図５（ａ）、
（ｂ）に示されるように、コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム（ＣＧＭ
Ｓ）情報を映像信号の第２０番目のラインに重畳して出力する。
【００６９】
ここで、図５を用いて、実施の形態３における、ＮＴＳＣエンコーダ１４ｂで映像信号の
第２０番目に重畳されるＣＧＭＳ情報について説明する。図５は、実施の形態３における
、ＣＧＭＳ情報を示す波形図である。 （ａ）に示されるような映像信号の第２０番目
のラインに、 （ｂ）に示すＣＧＭＳ情報が重畳される。このＣＧＭＳ情報のビット１
２、１３には新たに移動情報が定義され、ビット１２にコンテンツの移動許否を示す情報
が割り当てられると共に、ビット１３にコンテンツが移動中か否かの情報が割り当てられ
る。
また、消去部５では、ディジタル信号再生部９で再生されたＭＰＥＧストリームを、

ビデオカセットテープ２から消去していく。
【００７０】
このＡＰＳ１４にて作成された映像信号と音声信号は、第１の認証部１５から伝送ケーブ
ル１８を介して第２の装置８ｂに送られる。その後、第２の認証部１６において、映像信
号に重畳されたＣＧＭＳ情報が検出され、そのＣＧＭＳ情報のビット１２の移動許可が“
１”、つまり許可であり、ビット１３の移動情報が“１”、つまり移動中である場合に、
記録部６において実施の形態１と同様にしてビデオカセットテープ７に記憶される。また
同時に、記録部６は上記ビット１３を“０”、つまり移動情報を再生のみにして、上記映
像信号および音声信号と共に、ＣＧＭＳ情報もビデオカセットテープ７に記録する。
【００７１】
以上のようにして、実施の形態３における再生記録装置においては、消去可能なビデオカ
セットテープ２にディジタル記録されているコンテンツ が複製禁止 場
合、その コンテンツをビデ
オカセットテープ２から消去すると共にアナログ信号にして移動情報等を
後、別のビデオカセットテープ７に記録することにより、ビデオカセットテープ２にディ
ジタル記録された複製禁止コンテンツを、

アナログ信号にして ビデオカセットテープ７に移動することができる。
また、認証部を持つことで、一台の再生記録装置である必要がなく、装置間においても、
記憶媒体に記録されたコンテンツの移動が可能となる。
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用いて伝送した

同時刻に同じものが存在しないようにしながら
、 別の

なお、本実施の形態３では、ＡＰＳ１４によりコピー・ジェネレーション・マネジメント



また、本実施の形態 では、ディジタル記録されたコンテンツの移動について説明したが
、アナログ記録されたコンテンツの移動を行う場合、ディジタル信号再生部９を再生部３
にし、ＡＰＳ１４をはぶく（図示せず）ことによりコンテンツの移動が可能となる。
【００７２】
（実施の形態４）
以下に、本発明の実施の形態４について説明する。
まず、図６と図７を用いて、実施の形態４における再生記録装置の構成を説明する。図６
および図７は実施の形態４における、再生記録装置の構成図であり、図において再生記録
装置は、リモコン１によりコンテンツの移動指示をうける第１の装置である再生消去装置
８ａと第２の装置である記録装置８ｂとこれらを結ぶ伝送ケーブル２２からなり、第１の
装置８ａは、コンテンツが記録されている消去可能なビデオカセットテープ２と、再生部
３と、著作権情報検出部４と、消去部５と、ＭＰＥＧ符号化部１９と、暗号化部１０と、
第１の認証部２０とを含み、第２の装置８ｂは、第２の認証部２１と、解読部１２と、デ
ィジタル信号記録部１３と、前記コンテンツの移動先であるビデオカセットテープ７とを
含む構成になっている。なお、前述した実施の形態と同じ構成については同じ符号を用い
、以下説明を省略する。
【００７３】
ＭＰＥＧ符号化部１９は、ＮＴＳＣデコーダ１９ａとＭＰＥＧ　ＣＯＤＥＣ１９ｂとＨＤ
Ｄ１１からなり、再生部３が出力する音声信号および映像信号を、ＮＴＳＣデコーダ１９
ａによりディジタルデータにした後、ＭＰＥＧ　ＣＯＤＥＣ１９ｂによりＭＰＥＧ圧縮を
行い、連続して効率よく移動を行うためにＨＤＤ１１に一時記憶するものである。
暗号化部１０は、ＨＤＤ１１が出力したＭＰＥＧ圧縮されたデータを暗号化し、暗号化キ
ーと共に伝送ケーブル２２に出力するものである。また、ＨＤＤ１１は、一時記憶したＭ
ＰＥＧストリームを出力すると同時に消去する。
伝送ケーブル２２は、ディジタルデータを伝送するディジタル信号用ケーブルである。
第１の認証部２０および第２の認証部２１は、伝送ケーブル２２を介して相互認証を行い
、認証が成立するとコンテンツの移動を行うものである。この相互認証は、実施の形態３
で説明したものと同様にして行われる。
【００７４】
次に、実施の形態４における、再生記録装置の動作を説明する。
第１の装置８ａがリモコン１によりコンテンツの移動指示を受けると、第１の認証部２０
および第２の認証部２１は、伝送ケーブル２２を介して相互認証を行う。この相互認証は
、実施の形態３で説明したものと同じであり、認証が成立するとコンテンツの移動を行う
。
再生部３は、消去可能なビデオカセットテープ２に記録されたコンテンツを再生し、著作
権情報検出部４に出力する。著作権情報検出部４は、実施の形態１と同様にして前記コン
テンツが複製禁止かどうか判断する。
著作権情報検出部４においてビデオカセットテープ２のコンテンツが複製禁止であると検
出された場合、再生部３において再生された映像信号と音声信号は、ＭＰＥＧ符号化部１
９に出力され、ＭＰＥＧ符号化部１９において、ＮＴＳＣデコード１９ａでディジタルデ
ータにされた後、ＭＰＥＧ　ＣＯＤＥＣ１９ｂにてＭＰＥＧ圧縮され、連続して効率よく
移動を行うためにＨＤＤ１１に一時記憶される。このＭＰＥＧ圧縮されたデータは、暗号
化部１０で暗号化され、暗号化キーと共に出力される。この時、ＨＤＤ１１は、一時記憶
した前記ＭＰＥＧ圧縮データを出力すると同時に、そのデータを消去していく。
【００７５】
また、消去部５では、再生部３で再生された信号をビデオカセットテープ２から消去して
いく。
暗号化部１０から出力された暗号化された圧縮データと、それを解読するための暗号化キ
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・システム（ＣＧＭＳ）情報を映像信号の第２０番目のラインに重畳する場合を例に挙げ
て説明したが、映像信号の垂直ブランキング期間であれば、どのラインであってもよい。

３



ーは、第１の認証部２０から伝送ケーブル２２を介して第２の認証部２１にディジタル伝
送される。解読部１２は、前記暗号化データを前記暗号化キーをもとに解読し、ディジタ
ル信号記録部１３に出力する。ただし、暗号化部１０による暗号化および解読部１２によ
る解読は、既存の方式を用いて行う。
ディジタル信号記録部１３に入力されたＭＰＥＧストリームは、実施の形態２と同様にし
て、ビデオカセットテープ７にディジタル記録される。
ところで、第１の認証部２０および第２の認証部２１による相互認証は、前記コンテンツ
の移動中にも行い、相互認証が確立している場合に前記コンテンツの移動を継続できるも
のとする。
【００７６】
以上のようにして、実施の形態４における再生記録装置においては、消去可能なビデオカ
セットテープ２にアナログ記録されているコンテンツ が複製禁止 場合
、その コンテンツをビデオ
カセットテープ２から消去すると共にディジタル信号にし、別のビデオカセットテープ７
に記録することにより、ビデオカセットテープ２にアナログ記録された複製禁止コンテン
ツを ディジタル信号にして ビデオ
カセットテープ７に移動することができる。
本実施の形態 では、暗号化部１０が暗号化キーを出力しているが、暗号化部１０は、解
読部１２が生成出力した暗号化キーを、伝送ケーブル２２を介して受信し、

暗号化 。
【００７７】
（実施の形態５）
以下に、本発明の実施の形態５について説明する。
まず、図８を用いて、実施の形態５における再生記録装置の構成を説明する。図８は実施
の形態５における再生記録装置の構成図であり、図において、再生記録装置は、移動指示
手段であるリモコン１によりコンテンツの移動指示をうける第１の装置である再生消去装
置８ａと第２の装置である記録装置８ｂとこれらを結ぶ伝送ケーブル２２からなり、第１
の装置８ａは、コンテンツが記録されている消去可能なビデオカセットテープ２と、再生
部３と、著作権情報検出部４と、消去部５と、圧縮部２３と、暗号化部１０と、第１の認
証部２０とを含み、第２の装置８ｂは、第２の認証部２１と、解読部１２と、伸長部２４
と、ディジタル信号記録部１３と、前記コンテンツの移動先であるビデオカセットテープ
７とを含む構成になっている。なお、前述した実施の形態と同じ構成については同じ符号
を使い、以下説明を省略する。
圧縮部２３は、前記コンテンツの画像データを圧縮し、その圧縮により得られた領域に前
記著作権情報や移動情報等の付加情報を挿入するものである。
伸長部２４は、前記圧縮部２３において圧縮された前記コンテンツの画像データを伸長し
、圧縮前の元の画像データを出力するものである。
【００７８】
ここで、画像データの圧縮方法及び伸長方法について説明する。
まず、圧縮方法について説明する。前記圧縮部２３における圧縮は、画像データの画素値
として使用される値の総数が、画素あたりのビット数Ｎで表現される値の総数よりも少な
い画像データ、すなわち画素値として使用されない値がある画像データにおいて、複数の
画素値を並べて桁を持たせる（ただし各画素値は最大桁数Ｎに達するまでゼロを追加し桁
数をそろえておく）ことにより生成した一値Ｇから、前記使用されない画素値を含み前記
同様に複数の画素値を並べて桁を持たせることにより生成した一値（未使用生成値）のう
ち、前記生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを減算するものである。
【００７９】
以下、前記圧縮方法を具体的に例を挙げて説明する。まず、画素値が２ビットで表現され
、実際に画素値として使用される値が、２進数で００、０１、１０の３値であるとし、３
個の画素数を有する画像データＶがあるとする。画像データＶの各画素は２ビットである
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４
該暗号化キー

によってコンテンツを するものであってもよい



から、これら３個の画素値を並べて桁を持たせることにより生成した一値は、６ビットの
画像データとなる。ここで、画像データＶにおいて画素値として使用されない値は１つ存
在し、その値は２進数で１１である。従って、例えば、画像データＶが２進数で、００、
０１、１０のときは、その生成値である０００１１０よりも小さい未使用生成値は１個（
００００１１）あり、０００１１０－０００００１＝０００１０１を新しい画像データと
する。また、画像データＶが２進数で、００、１０、１０のときは、その生成値である０
０１０１０よりも小さい未使用生成値は２個（００００１１と０００１１１）あり、００
１０１０－００００１０＝００１０００を新しい画像データとする。また、画像データＶ
が２進数で、１０、１０、１０のとき、すなわち、各画素値が全て最大画素値（１０）の
ときは、その生成値である１０１０１０よりも小さい未使用生成値は１６個あるので、１
０１０１０－０１００００＝０１１０１０を新しい画像データとする。このように、６ビ
ット長の画像データＶは、最上位ビットが全てゼロとなる新しい画像データに変換され、
結果、５ビット長に圧縮された画像データが得られる。
【００８０】
次に、上記圧縮方法を用いて、画像データがＮＴＳＣ方式のＩＴＵ－Ｒ６０１規格準拠で
あり、画素データが８ビットで表現される場合について、図９および図１０を用いて説明
する。図９は、実施の形態５におけるデータ圧縮の計算式で、図１０は、実施の形態５に
おける再生記録装置の構成図である。この場合、輝度値は１０進数で１６から２３５まで
の値（２２０階調）を取り得るが、圧縮を簡易化するために、全ての輝度値から１６を減
算し、０から２１９までの値をとるようにしておく。さて、この場合に圧縮できるデータ
量の算出は、８ビットで表現される値は２５６個あることと１走査ラインあたりの有効画
素数は７２０であることを考慮すると、不等式：７２０×ｌｏｇ２２０≦（７２０－ｘ）
×ｌｏｇ２５６を満たすｘのなかで最大の整数値を求めることになり、その最大の整数値
は１９である。従って、１走査ラインあたりの有効７２０画素は、最大で７２０－１９＝
７０１個の画素データに圧縮できることになる。以下では、さらに計算の簡単化を考慮し
て、７２０個の画素データを７０２個の画素データに圧縮することにする。この場合は、
７２０画素（７２０バイト）から１８画素分のデータ（１８バイト）を減らすことになる
ため、これは５画素（５バイト＝４０ビット）から１ビットを減らすことに等しい。よっ
て、５画素単位で圧縮を行えばよいことになる。そこで、圧縮前の５画素値を、それぞれ
ｄ１、ｄ２、ｄ３、ｄ４、ｄ５とすると、ｄ１～ｄ５の生成値Ｇ１、および、生成値Ｇ１
よりも小さい未使用生成値の総数Ｔ１、圧縮後の画像データＧ２は、それぞれ、図９（ａ
）、図９（ｂ）、図９（ｃ）のようになる。図９の計算式の構成は図１０のようになり、
図１０の構成図は圧縮部２３内に存在して、２３ａは画像データ分離部、２３ｂ～２３ｅ
は乗算器、２３ｆは加算器である。画像データ分離部２３ａは、画像データＧ１を各画素
に分離して出力し、乗算器２３ｂ～２３ｅは、各画素値のビットシフトと加算により乗算
を行う。例えば、Ｄ８ｈ× については、Ｄ８ｈは２進数では である
から、 をビット拡張して左に７ビットシフトした値と、６ビットシフトした値と、４
ビットシフトした値 の和をとればよい。他の項も同様に計算
されて、２３ｆはそれらの和を算出してＧ２を出力する。このようにして、圧縮データＧ
２を得ることができ、これらは一定時間内に行われるため、圧縮による遅延が蓄積するこ
となく画像データの入力速度に同期して圧縮できる。以上のようにして、画像データがＮ
ＴＳＣ方式のＩＴＵ－Ｒ６０１規格準拠の輝度データが５画素毎に圧縮される。
【００８１】
ここで上記圧縮方法の一般形を示す。各画素のビット数をＭ、実際に使用される値の数を
Ｕ（＜２のＭ乗）、圧縮前のデータ数をＷ１、圧縮後のデータ数をＷ２とすると、圧縮に
より削減できるデータ量は、Ｗ１×ｌｏｇＵ≦（Ｗ１―ｘ）×Ｍ×ｌｏｇ２を満たす整数
ｘである。このＷ１およびｘ（＝Ｗ１－Ｗ２）より、前記のように、何画素（またはビッ
ト）毎にデータ圧縮できるかを算出し、ビット拡張によるビットシフトと加算を繰り返す
ことにより圧縮できる。
【００８２】
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ｄ２ １１０１１０００
ｄ２

と、３ビットシフトした値と



次に、伸長方法について説明する。前記伸長部２４における伸長は、生成値Ｇよりも小さ
い未使用生成値の総数、すなわち前記総数Ｔを算出し、生成値Ｇに加算することにより行
われる。
以下、図１１および図１２を用いて、圧縮部２３によって圧縮された圧縮データＧ２を伸
長する場合の計算式を例示する。図１１（ａ）、（ｂ）は、前記圧縮データＧ２の伸長を
行う計算式であり、図１１（ａ）の各除算値を用いて、図１１（ｂ）のように圧縮データ
値Ｇ２にその各除算値を加算することによって、圧縮前の画素データＧ１を再生する。図
１１の計算の構成は図１２のようになる。図１２の構成は伸長部２４内に存在して、２４
ａは圧縮データ分離部、２４ｂ～２４ｅは除算器、２４ｆ～２４ｉは乗算器、２４ｊは加
算器である。圧縮データ分離部２４ａは、入力される圧縮データ列から圧縮データＧ２を
順次取り出して出力し、

そして、加算器２４ｊはＧ２と、乗算器２４ｆ～２４ｉの出力の
和を算出してＧ１を出力する。このようにして、圧縮部２３によって圧縮される前の圧縮
データＧ１を得ることができ、これらは一定時間内に行われるため、伸長による遅延が蓄
積することなく圧縮画像データの入力速度に同期して伸長できる。
【００８３】
ここで上記伸長方法の一般形を次に示す。前記同様に、各画素のビット数をＭ，実際に使
用される値の数をＵ（＜２のＭ乗）、圧縮前のデータ数をＷ１、圧縮後のデータ数をＷ２
とすると、Ｗ２をＵで除算した商とその商をＵで除算した商、さらにその商をＵで除算し
た商、…を、圧縮単位毎の画素数（この場合は５）－１回（この場合は４回）だけ繰り返
して加算した値と、Ｗ２との和がＷ１であり、ビットシフトと加算を繰り返すことにより
データ伸長できる。さらに、伸長した画像データＧ１の各画素値に、前記圧縮部２３にお
いて圧縮を簡易化するために圧縮前に減じた１６を加えて、元の画像データを出力する。
いうまでもなく、上記圧縮方法および伸長方法は、同様な方法で色差データに対しても行
うことができ、さらに、画像データ以外のディジタルデータに対しても応用できるもので
ある。
【００８４】
次に、実施の形態５における、再生記録装置の動作を説明する。
第１の装置 がリモコン１によりコンテンツの移動指示を受けると、第１の認証部２０
および第２の認証部２１は、伝送ケーブル２２を介して相互認証を行う。この相互認証は
、実施の形態３で説明したも 同じであり、認証が成立するとコンテンツの移動を行う
。
再生部３は、消去可能なビデオカセットテープ２に記録されたコンテンツを再生し、著作
権情報検出部４に出力する。著作権情報検出部４は前記コンテンツが複製禁止かどうか検
出する。
【００８５】
著作権情報検出部４において、ビデオカセットテープ２のコンテンツが複製禁止であると
検出された場合、再生部３にて再生されたコンテンツは、圧縮部２３に出力される。圧縮
部２３では、コンテンツの画像データが上述した圧縮方法を用いて圧縮され、さらにその
圧縮により確保された領域に著作権情報や移動情報等の付加情報を挿入する。その後、前
記コンテンツのデータは暗号化部１０に出力され、暗号化される。ここで、図６には図示
していないが前記コンテンツを連続して効率よく移動を行うため、コンテンツデータを一
時保存する一時記憶装置を加えても良い。
消去部５においては、再生部３により再生されたビデオカセットテープ２のコンテンツを
消去していく。
【００８６】
第１の認証部２０は、暗号化されたコンテンツデータを暗号化キー及び前記付加情報と共
に、前記圧縮により伝送レートを増加させることなく伝送ケーブル２２を介して

へディジタル伝送する。第２の認証部２１は、前記付加情報を検出して出力し、第
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除算器２４ｂ～２４ｅは、それぞれ、引き戻し法等の既知の方法
を用いた除算を行って商を出力する。また、乗算器２４ｆ～２４ｉはそれぞれ乗算を行っ
てその結果を出力する。

８ａ

のと

第２の装
置８ｂ



２の装置８ｂは前記付加情報の移動情報を受け取っている場合にコンテンツの移動を継続
する。第２の装置８ｂに送られた暗号化されたコンテンツデータは、解読部１２において
暗号化キーをもとに解読される。また、圧縮部２３により圧縮がかかっているか否かの情
報も送ることにより、圧縮がかかっている場合には伸長部２４において、上述した伸長方
法でもって、圧縮されたデータを伸長し、前記コンテンツをビデオカセットテープ７にデ
ィジタル記録する。
【００８７】
以上のようにして、実施の形態５における再生記録装置においては、消去可能なビデオカ
セットテープ２に記録されている画像データを含むコンテンツ が複製禁止

場合、その コンテンツ
をビデオカセットテープ２から消去すると共に 付加情報を挿入する領域を確保する
ため画像データを圧縮し、 伸長した後別のビデオカセットテープ７に記録
することにより、伝送レートを増加させることなくビデオカセットテープ２に記録された
複製禁止コンテンツを ビデオカセッ
トテープ７に移動することができる。
【００８８】
（実施の形態６）
次に、本発明の実施の形態６について、図１３を用いて説明する。
図１３は実施の形態６における、再生記録装置の構成図であり、コンテンツの移動に関し
て前述した実施の形態と重複する構成部分は省略している。図において、実施の形態６に
おける再生記録装置は、移動指示手段であるリモコン１によりコンテンツの移動指示をう
ける第１の装置である再生消去装置８ａと第２の装置である記録装置８ｂとこれらを結ぶ
伝送ケーブル２２からなり、第１の装置８ａは、コンテンツをが記録されている消去可能
なビデオカセットテープ２と、再生部３と、消去部５と、第１の制御部２５と、第１の認
証部２０とを含み、第２の装置８ｂは、第２の認証部２１と、第２の制御部２６と、光磁
気ディスクへのディジタル信号記録部２７と、光磁気ディスクからのディジタル信号再生
部２８と、ビデオカセットテープ２のコンテンツの移動先である光磁気ディスク２９とを
含む構成になっている。なお、前述した実施の形態と同じ構成については同じ符号を用い
、以下説明を省略する。
【００８９】
ディジタル信号記録部２７は、光磁気ディスク２９に前記移動コンテンツのデータを記録
するものである。
ディジタル信号再生部２８は、光磁気ディスク２９に記録したコンテンツのデータを再生
するものである。
第１の制御部２５は、第１の装置８ａにおけるコンテンツ移動処理の制御を行うものであ
る。
第２の制御部２６は、ディジタル信号記録部２７による記録データとディジタル信号再生
部２８による再生データの比較結果を出力し、第２の装置８ｂにおけるコンテンツ移動処
理の制御を行うものである。
【００９０】
次に、実施の形態６における、再生記録装置の動作を説明する。
第１の装置８ａがリモコン１によりコンテンツの移動指示を受けると、第１の認証部２０
と第２の認証部２１において相互認証が行われる。ビデオカセットテープ２のコンテンツ
が複製禁止と検出された場合、再生部３にて再生された前記コンテンツはディジタルデー
タ等にされ、伝送ケーブル２２を介して にディジタル伝送される。また、
再生部３において再生されたコンテンツは消去部５において消去される。
【００９１】
ディジタル信号記録部２７は、移動コンテンツのデータを光磁気ディスク２９にディジタ
ル記録し、ディジタル信号再生部２８は、そのディジタル記録されたデータを再生する。
第２の制御部２６は、ディジタル信号再生部２８による再生データとディジタル信号記録
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の著作権情報 で
ある 複製禁止を示す著作権情報を含み、複製禁止状態となっている

、上記
該画像データを

同時刻に同じものが存在しないようにしながら、別の

第２の装置８ｂ



部２７による記録データとの比較を行い、その結果を出力する。データ比較の結果、それ
らが等しい場合には、ディジタル信号記録部２７による光磁気ディスク２９への記録を継
続し、等しくない場合には、第２の制御部２６は第２の装置８ｂの移動処理を停止すると
共に、不一致の発生およびその位置情報を前記移動情報として第２の認証部２１に出力し
、第１の認証部２０を経て第１の制御部２５に通知し、第１の制御部２５は第１の装置８
ａの移動処理を停止する。その後、ディジタル信号記録部２７による記録データが正常に
行われなかった位置から再度コンテンツの移動を再開することにより、ビデオカセットテ
ープ２に記録されたコンテンツをビオカセットテープ７に正常に記録し、移動することが
可能となる。
【００９２】
また、ビデオカセットテープ２に記録されている２時間程度のコンテンツを移動する場合
には、効率よく移動を行うために、突然の本再生記録装置の電源ＯＦＦなどに備えて、例
えば１０秒単位として移動コンテンツを区分し、連続的に移動を行う。このことにより、
安定したコンテンツ移動が可能となる。また、上記移動再開もこの区分の境界から再開す
ることにより、安定したコンテンツ移動が可能となる。
【００９３】
このコンテンツの区分に関して、本再生記録装置は、既に有する時刻の周期的カウント

コンテンツの区分を

第２の装置８ｂは、第１の認証部２０および第
２の認証部２１によりディジタル信号記録部２７が記録している区分番号（例えば連続し
て割り当てられるカウント値）を前記移動情報として第１の装置８ａへ逐次送り、第１の
装置８ａは、前記区分情報を受け取ると次のコンテンツ区分を再生して出力することによ
り、コンテンツ移動を各区分単位で安定して行うことができる。
【００９４】

、コンテンツの移動元、つまり第１の記憶媒体が光磁気
のような記憶媒体である場合（図示せず）には イト単位で移動を行うことに

より、移動コンテンツ内での移動先の記録位置と消去位置を同一にすることができ、静止
画のような複製禁止コンテンツの移動も適切に行うことができる。
【００９５】
また、コンテンツ情報として、コンテンツの移動の許否を示す情報を、著作権情報の一部
として記憶媒体に記録し、この移動許否情報を、上記実施の形態で説明した著作権情報検
出部４等により検出することにより、この情報の下にコンテンツ移動を制御することがで
きる。
【００９６】
さらに、コンテンツ情報として、移動元と移動先の記憶媒体の種類（テープやディスク等
）や記録形態（ディジタルまたはアナログ）が異なっても移動を許可するか否かの情報を
、例えば、著作権情報の一部として追加すること、あるいは実施の形態３で説明したＣＧ
ＭＳの予約ビット等に新しく割り当てること等により、コンテンツの移動に制限を加える
ことが可能となり、上記実施の形態で説明した著作権情報検出部４等により検出すること
により、この情報の下にコンテンツ移動を制御することができる。
【００９７】
なお、

本実施の形態では、相互認証を行った装置間におけるコンテンツの移動に
ついて説明しているが、再生，消去，記録手段が一つの装置に存在する再生記録装置にお
いても同様にコンテンツの移動を行うことができる。
【００９８】
以上のようにして、実施の形態６における再生記録装置においては、
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、
例えば他のディジタル処理や時間の計数等で用いられているクロックを用いて特定のデー
タ数をカウントすることにより、 行う。この前記クロックとしては、
第１，第２の装置８ａ，８ｂそれぞれが有するものを用いればよく、それらクロックの周
波数が異なっても、各装置８ａ，８ｂがそれぞれの装置内にてコンテンツのデータ数をカ
ウントすればよいので問題ない。従って、

また ディスク、磁気ディスク、光
ディスク 、バ

本実施の形態において、移動対象コンテンツは、すでに暗号化されたものであって
もよい。また、

コンテンツが記録さ



移動コンテンツの移動を安定して行うこ
とができる。
【００９９】
（実施の形態７）
次に、本発明の実施の形態７について、図１４を用いて説明する。
図１４は実施の形態７における、再生記録装置の構成図であり、コンテンツの移動に関し
て前述した実施の形態と重複する構成部分は省略している。図において、実施の形態７に
おける再生記録装置は、ＣＰＵ３０、不揮発性メモリ３１、表示パネル３２で構成され、
移動指示手段であるリモコン１によりコンテンツの移動指示を受けると、消去可能な記憶
媒体から別の記憶媒体にコンテンツを移動させるものである。なお、前述した実施の形態
と同じ構成については同じ符号を用い、以下説明を省略する。
【０１００】
ＣＰＵ３０は、不揮発性メモリ３１に前記コンテンツの移動を示す情報を記録し、消去す
るものである。
不揮発性メモリ３１は、前記移動情報および著作権情報、コンテンツの区分を示す情報等
のコンテンツ移動に関する情報を保持するものである。
表示パネル３２は、前記コンテンツの移動状況について、装置外部に表示するものである
。
【０１０１】
次に、実施の形態７における、再生記録装置の動作を説明する。
再生記録装置８がリモコン１によりコンテンツの移動指示を受けると、ＣＰＵ３０は不揮
発性メモリ３１に前記コンテンツの移動を示す情報を記録して保持し、前記コンテンツの
移動が終了すると不揮発性メモリ３１の前記情報を消去する。また前記コンテンツが移動
中であるときには、表示パネル３２において、前記コンテンツが移動中であることを装置
外部に表示する。
本実施の形態では、一つの装置内に再生，消去，記録手段を持つ再生記録装置について説
明しているが、第１の装置と第２の装置を持つ再生記録装置においても同様にコンテンツ
の移動を行うことができる。
【０１０２】
以上のようにして、実施の形態７における再生記録装置においては、前記コンテンツの移
動中に、本再生記録装置の電源ＯＦＦなどにより移動が中断されても、電源再投入時に不
揮発性メモリ３１にアクセスして、前記移動情報を取得し移動を再開および継続すること
ができる。また、前記コンテンツが移動中である場合には、表示パネルにより移動を示す
メッセージを表示することにより、視聴者にコンテンツの移動中であることを提示するこ
とができる。
【０１０３】
【発明の効果】
以上のように、本発明の請求項１記載の再生記録装置は、消去可能な記憶媒体に記録され
たコンテンツの移動を行うための再生記録装置であって、第１の記憶媒体に記録されたコ
ンテンツを再生して出力する再生手段と、前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手
段と、第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、
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れている記憶媒体から、該コンテンツを別の記憶媒体に移動させる際に、コンテンツを区
分して区分単位毎に移動させるようにしたので、

前記再生手段の出力に暗
号化を施して出力する暗号化手段と、前記暗号化データを一時保存する一時記憶手段と、
前記暗号化されたデータを解読する解読手段と、第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録
する記録手段とを具備し、前記コンテンツの移動を行うとき、前記再生手段により前記コ
ンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複製禁止の場合
には、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去すると同時に、前記
暗号化手段により前記コンテンツを暗号化して前記一時記憶手段に一時保存し、消去終了
後は、前記一時記憶手段に記録された前記暗号化データを読み出して出力し、前記解読手
段により前記暗号化データを解読して出力し、前記一時記憶手段に記録された前記暗号化



コンテンツを第２の記憶媒体に記録
することによって、前記コンテンツの移動を行うことを特徴とするので、記憶媒体に記録
されているコンテンツの著作権情報が複製禁止であるときは、その記憶媒体が消去可能な
媒体である場合に、そのコンテンツを記憶媒体から消去すると同時に

記録することができ、同時刻に同じものが存在しないようにし
ながらコンテンツの移動を行うことができる。
【０１０５】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、消去可能な記憶媒体に記録されたコンテ
ンツの移動を装置間で行うための再生記録装置であって、該再生記録装置は、第１の装置
である再生消去装置と、第２の装置である記録装置と、これらを接続する伝送ケーブル等
の伝送路とからなり、前記第１の装置は、前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテ
ンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第１の認証手段と、第１の記
憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、前記コンテンツの著作権
情報を検出する検出手段と、第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、ア
ナログプロテクション及び前記移動情報等を前記再生手段の出力に組み込むアナログプロ
テクションシステム（ＡＰＳ）とを具備し、前記第２の装置は、前記第１の装置との間で
、相互認証及び前記移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第２の認証手段と、第２の
記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備するものであり、前記コンテンツ
の移動を行うとき、第１の認証手段と第２の認証手段間で相互認証を行い、前記再生手段
により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複
製禁止の場合には、前記ＡＰＳにより前記再生信号の出力にアナログプロテクション及び
前記移動情報等を組み込んで出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記コンテ
ンツを消去し、前記第２の認証手段により前記移動情報を検出し、前記移動情報に基づい
て前記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録することによって、前記コ
ンテンツの移動を行うことを特徴とするので、記憶媒体に記録されているコンテンツの著
作権情報が複製禁止であるときは、その記憶媒体が消去可能な媒体である場合にそのコン
テンツを記憶媒体から消去し、ＣＧＭＳ情報の空きビットに移動情報を割り当てコンテン
ツにＡＰＳを実装して装置間でアナログ伝送して別の記憶媒体に記録することができ、同
時刻に同じものが存在しないようにしながらコンテンツの移動を行うことができる。
【０１０６】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 記載の再生記録装置において、
前記移動情報の通知を含む情報は、映像信号の垂直ブランキング期間に存在することを特
徴とするので、コンテンツに移動情報を持たせ、相互認証を行った装置間で、コンテンツ
をアナログ伝送できる。
【０１０７】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 または請求項 に記載の再生記
録装置において、前記第２の記憶媒体はビデオカセットテープであって、前記コンテンツ
にアナログプロテクション信号を重畳して記録することを特徴とするので、別のビデオカ
セットテープに移動させたコンテンツに複製防止を施すことができる。
【０１０８】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、消去可能な記憶媒体に記録されたコンテ
ンツの移動を装置間で行うための再生記録装置であって、該再生記録装置は、第１の装置
である再生消去装置と、第２の装置である記録装置と、これらを接続する伝送ケーブル等
の伝送路とからなり、前記第１の装置は、前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテ
ンツ移動を行う第１の認証手段と、第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出
力する再生手段と、前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、第１の記憶媒体
の前記コンテンツを消去する消去手段と、前記再生手段の出力に暗号化を施して出力する
暗号化手段とを具備し、前記第２の装置は、前記第１の装置との間で、相互認証及びコン
テンツの移動を行う第２の認証手段と、前記暗号化されたデータを解読する解読手段と、
第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備するものであり、前記コン
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テンツの移動を行うとき、第１の認証手段と第２の認証手段間で相互認証を行い、前記再
生手段により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテン
ツが複製禁止の場合には、前記暗号化手段により前記コンテンツのデータを暗号化して出
力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去し、前記解読手段に
より暗号化データを解読して出力し、前記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒
体に記録することによって、前記コンテンツの移動を行うことを特徴とするので、記憶媒
体に記録されているコンテンツの著作権情報が複製禁止であるときは、その記憶媒体が消
去可能な媒体である場合にそのコンテンツを記憶媒体から消去し、コンテンツを暗号化し
移動情報と共に相互認証を行った装置間でデジタル伝送し、解読後別の記憶媒体に記録す
ることができ、同時刻に同じものが存在しないようにしながらコンテンツの移動を行うこ
とができる。
【０１１０】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、消去可能な記憶媒体に記録されたコンテ
ンツの移動を装置間で行うための再生記録装置であって、該再生記録装置は、第１の装置
である再生消去装置と、第２の装置である記録装置と、これらを接続する伝送ケーブル等
の伝送路とからなり、前記第１の装置は、前記第２の装置との間で、相互認証及びコンテ
ンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第１の認証手段と、第１の記
憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、前記コンテンツの著作権
情報を検出する検出手段と、第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、前
記コンテンツの画像データを圧縮して出力する圧縮手段と、前記再生手段の出力に暗号化
を施して出力する暗号化手段とを具備し、前記第２の装置は、前記第１の装置との間で、
相互認証及び前記移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第２の認証手段と、前記暗号
化されたデータを解読する解読手段と、前記圧縮されたデータを伸長する伸長手段と、第
２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備するものであり、前記コンテ
ンツの移動を行うとき、第１の認証手段と第２の認証手段間で相互認証を行い、前記再生
手段により前記コンテンツを再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテンツ
が複製禁止の場合には、前記圧縮手段により前記コンテンツの画像データを圧縮すると共
に圧縮により確保した領域に前記著作権情報や前記移動情報の付加情報等を挿入して出力
し、前記暗号化手段により前記コンテンツのデータを暗号化して出力し、前記消去手段に
より第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去し、前記第２の認証手段により前記移動情
報を含む付加情報を検出すると、前記解読手段により前記暗号化データを解読して出力し
、前記伸長手段により前記圧縮データを伸長して前記画像データを出力し、前記記録手段
により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録することによって、前記コンテンツの移動
を行うことを特徴とするので、記憶媒体に記録されているコンテンツの著作権情報が複製
禁止であるときは、その記憶媒体が消去可能な媒体である場合にそのコンテンツを記憶媒
体から消去し、コンテンツの移動情報を含む付加情報を加えるため、そのコンテンツが含
む非圧縮デジタル画像データを圧縮した後暗号化し、相互認証を行った装置間でデジタル
伝送し、解読，伸長後別の記憶媒体に記録することができ、同時刻に同じものが存在しな
いようにしながらコンテンツの移動を行うことができる。
【０１１１】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 に記載の再生記録装置において
、前記圧縮手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを減ずることによりデー
タを圧縮する手段であって、前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される
値の総数が、データ一値あたりのビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、す
なわちデータ値として使用されない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁
を持たせることにより生成した値であり、前記未使用生成値は、前記使用されないデータ
値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記複数
のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたものである
ことを特徴とするので、コンテンツの移動情報を含む付加情報をコンテンツに挿入する領
域確保ができ、コンテンツ移動の際、伝送レートを増加させることなく伝送することがで
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きる。
【０１１２】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 に記載の再生記録装置において
、前記伸長手段は、前記伸長手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを算出
し、生成値Ｇに加えることによって圧縮データを伸長する手段であって、前記生成値Ｇは
、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あたりのビット数で
表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用されない値がある
データにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した値であり、前
記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持た
せることにより生成した値であり、前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達する
までゼロを追加し桁数をそろえたものであることを特徴とするので、圧縮されたディジタ
ルデータを伸長して元のディジタルデータに戻すことができる。
【０１１４】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、消去可能な記憶媒体に
記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を構
成する、第１の装置である再生消去装置であって、前記第２の装置との間で、相互認証及
びコンテンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第１の認証手段と、
第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、前記コンテンツ
の著作権情報を検出する検出手段と、第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手
段と、アナログプロテクション及び前記移動情報等を前記再生手段の出力に組み込むアナ
ログプロテクションシステム（ＡＰＳ）とを具備し、前記コンテンツの移動を行うとき、
第１の認証手段と第２の装置間で相互認証を行い、前記再生手段により前記コンテンツを
再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複製禁止の場合には、前記
ＡＰＳにより前記再生手段の出力にアナログプロテクション及び前記移動情報等を組み込
んで出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記コンテンツを消去することを特
徴とするので、記憶媒体に記録されているコンテンツが複製禁止のときは、その記憶媒体
が消去可能な媒体である場合にそのコンテンツを記憶媒体から消去し、ＣＧＭＳ情報の空
きビットに移動情報を割り当てコンテンツにＡＰＳを実装し、相互認証を行った外部装置
にアナログ伝送することができ、同時刻に同じものが存在しないようにしながらコンテン
ツを移動させることができる。
【０１１５】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 に記載の第
１の装置である再生消去装置において、前記コンテンツの移動を示す移動情報等の情報は
、映像信号の垂直ブランキング期間に存在することを特徴とするので、コンテンツに移動
情報を持たせ、相互認証を行った外部装置にコンテンツをアナログ伝送できる。
【０１１６】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、消去可能な記憶媒体
に記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を
構成する、第１の装置である再生消去装置であって、前記第２の装置との間で、相互認証
及びコンテンツの移動を行う第１の認証手段と、第１の記憶媒体に記録されたコンテンツ
を再生して出力する再生手段と、前記コンテンツの著作権情報を検出する検出手段と、第
１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去手段と、前記再生手段の出力に暗号化を施
して出力する暗号化手段とを具備し、前記コンテンツの移動を行うとき、第１の認証手段
と第２の装置間で相互認証を行い、前記再生手段により前記コンテンツを再生して出力し
、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複製禁止の場合には、前記暗号化手段によ
り前記コンテンツのデータを暗号化して出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から
前記コンテンツを消去することを特徴とするので、記憶媒体に記録されているコンテンツ
が複製禁止のときは、その記憶媒体が消去可能な媒体である場合にそのコンテンツを記憶
媒体から消去し、コンテンツを暗号化し、移動情報と共に相互認証を行った外部装置にデ
ジタル伝送することができ、同時刻に同じものが存在しないようにしながらコンテンツを

10

20

30

40

50

(32) JP 3573685 B2 2004.10.6

８ ６

９

１０ ９

１１



移動することができる。
【０１１７】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、消去可能な記憶媒体
に記録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を
構成する、第１の装置である再生消去装置であって、前記第２の装置との間で、相互認証
及びコンテンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第１の認証手段と
、第１の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生して出力する再生手段と、前記コンテン
ツの著作権情報を検出する検出手段と、第１の記憶媒体の前記コンテンツを消去する消去
手段と、前記コンテンツの画像データを圧縮して出力する圧縮手段と、前記再生手段の出
力に暗号化を施して出力する暗号化手段とを具備し、前記コンテンツの移動を行うとき、
第１の認証手段と第２の装置間で相互認証を行い、前記再生手段により前記コンテンツを
再生して出力し、前記検出手段の出力により前記コンテンツが複製禁止の場合には、前記
圧縮手段により前記コンテンツの画像データを圧縮すると共に圧縮により確保した領域に
前記著作権情報や前記移動情報の付加情報等を挿入して出力し、前記暗号化手段により前
記コンテンツのデータを暗号化して出力し、前記消去手段により第１の記憶媒体から前記
コンテンツを消去することを特徴とするので、記憶媒体に記録されているコンテンツが複
製禁止のときは、その記憶媒体が消去可能な媒体である場合にそのコンテンツを記憶媒体
から消去し、コンテンツの移動情報を含む付加情報を加えるためにそのコンテンツが含む
非圧縮デジタル画像データを圧縮した後、暗号化し、相互認証を行った外部装置にデジタ
ル伝送することができ、同時刻に同じものが存在しないようにしながらコンテンツの移動
を行うことができる。
【０１１８】
また、本発明の請求項 記載の第 1の装置である再生消去装置は、請求項 に記載の
第１の装置である再生消去装置において、前記圧縮手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用
生成値の総数Ｔを減ずることによりデータを圧縮する手段であって、前記生成値Ｇは、コ
ンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あたりのビット数で表現
される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用されない値があるデー
タにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記未
使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持たせる
ことにより生成した値であり、前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまで
ゼロを追加し桁数をそろえたものであることを特徴とするので、コンテンツの移動情報を
含む付加情報をコンテンツに挿入する領域確保ができ、コンテンツ移動の際、伝送レート
を増加させることなく伝送することができる。
【０１１９】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、消去可能な記憶媒体に記
録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を構成
する、第２の装置である記録装置であって、前記第１の装置との間で、相互認証及びコン
テンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第２の認証手段と、第２の
記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備し、前記コンテンツの移動を行う
とき、第２の認証手段と第１の装置間で相互認証を行い、前記第２の認証手段により前記
移動情報を検出し、前記移動情報に基づいて前記記録手段により前記コンテンツを第２の
記憶媒体に記録することを特徴とするので、相互認証を行った外部装置から伝送された複
製禁止対策が施されたコンテンツを別の記憶媒体に記録することができ、同時刻に同じも
のが存在しないようにしながらコンテンツの移動を行うことができる。
【０１２０】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 に記載の第２
の装置である記録装置において、前記第２の記憶媒体はビデオカセットテープであって、
前記コンテンツにアナログプロテクション信号を重畳して記録することを特徴とするので
、別のビデオカセットテープに移動させたコンテンツに複製防止を施すことができる。
【０１２１】
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また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、消去可能な記憶媒体に記
録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を構成
する、第２の装置である記録装置であって、前記第１の装置との間で、相互認証及びコン
テンツの移動を行う第２の認証手段と、暗号化されたデータを解読する解読手段と、第２
の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段とを具備し、前記コンテンツの移動を行
うとき、第２の認証手段と第１の装置間で相互認証を行い、前記解読手段により暗号化デ
ータを解読して出力し、前記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録する
ことを特徴とするので、相互認証を行った外部装置から伝送された暗号化されたコンテン
ツを解読後、別の記憶媒体に記録することができ、同時刻に同じものが存在しないように
しながらコンテンツの移動を行うことができる。
【０１２２】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、消去可能な記憶媒体に記
録されたコンテンツの移動を第１の装置と第２の装置間で行うための再生記録装置を構成
する、第２の装置である記録装置であって、前記第１の装置との間で、相互認証及びコン
テンツの移動を示す移動情報等を含むコンテンツの移動を行う第２の認証手段と、圧縮さ
れたデータを伸長する伸長手段と、第２の記憶媒体に前記コンテンツを記録する記録手段
とを具備し、前記コンテンツの移動を行うとき、第２の認証手段と第１の装置間で相互認
証を行い、前記第２の認証手段により前記移動情報等を含む付加情報を検出すると、前記
解読手段により暗号化データを解読して出力し、前記伸長手段により圧縮データを伸長し
て前記コンテンツを出力し、前記記録手段により前記コンテンツを第２の記憶媒体に記録
することを特徴とするので、相互認証を行った外部装置から伝送された圧縮，暗号化され
た、上記著作権情報を含むコンテンツを解読，伸長後、別の記憶媒体に記録することがで
き、同時刻に同じものが存在しないようにしながらコンテンツの移動を行うことができる
。
【０１２３】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 に記載の第２
の装置である記録装置において、前記伸長手段は、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の
総数Ｔを算出し、生成値Ｇに加えることによって圧縮データを伸長する手段であって、前
記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、データ一値あたり
のビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ値として使用され
ない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した
値であり、前記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複数のデータ値を並
べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記複数のデータ値は、最大データ値の
桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたものであることを特徴とするので、圧縮さ
れたディジタルデータを伸長して元のディジタルデータに戻すことができる。
【０１２４】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 のいずれかに
記載の再生記録装置において、前記コンテンツの一時記憶を行う一時記憶手段をさらに具
備し、一時記憶手段により、前記コンテンツの一時記憶を行うことを特徴とするので、コ
ンテンツを連続して効率よく移動することができる。
【０１２５】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請
求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において、前記コンテンツの
一時記憶を行う一時記憶手段をさらに具備し、一時記憶手段により、前記コンテンツの一
時記憶を行うことを特徴とするので、コンテンツを連続して効率よく移動することができ
る。
【０１２６】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 ないし請求項

のいずれかに記載の第２の装置である記録装置において、前記コンテンツの一時記憶
を行う一時記憶手段をさらに具備し、一時記憶手段により、前記コンテンツの一時記憶を
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行うことを特徴とするので、コンテンツを連続して効率よく移動することができる。
【０１２７】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 記載の再生記録装置におい
て、第２の記憶媒体に記録されたコンテンツを再生する第２の再生手段と、前記再生手段
または前記消去手段、前記第２の再生手段、前記記録手段を制御する制御手段とをさらに
具備し、第２の記憶媒体への記録信号と第２の記憶媒体からの再生信号の照合による情報
等を含む移動情報に基いて前記制御手段により前記再生手段または前記消去手段、前記第
２の再生手段、前記消去手段を制御し、前記コンテンツの移動を行うことを特徴とするの
で、別の記憶媒体に記録されたデータを再生し、その記録信号と再生信号を比較してコン
テンツの移動処理を制御することができ、正常なコンテンツ移動ができる。
【０１２８】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 または請求項

のいずれかに記載の再生記録装置において、第２の記憶媒体に記録されたコンテンツ
を再生する第２の再生手段と、前記再生手段と前記消去手段とを制御する第１の制御手段
と、前記第２の再生手段と前記記録手段とを制御する第２の制御手段とをさらに具備し、
第２の記憶媒体への記録信号と第２の記憶媒体からの再生信号の照合による情報等を含む
移動情報に基いて、前記第１の制御手段または第２の制御手段により前記再生手段または
前記消去手段、前記第２の再生手段、前記消去手段を制御し、前記コンテンツの移動を行
うことを特徴とするので、別の記憶媒体に記録されたデータを再生し、その記録信号と再
生信号を比較し、相互認証を行った装置間においてコンテンツの移動処理を制御すること
ができ、正常なコンテンツ移動ができる。
【０１２９】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 または請求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において、前
記再生手段と前記消去手段とを制御する第１の制御手段をさらに具備し、前記第１の制御
手段により前記再生手段と前記消去手段とを制御し、コンテンツの移動を行うことを特徴
とするので、コンテンツの移動処理を制御することができ、コンテンツの移動を停止させ
ることができる。
【０１３０】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 ないし請求項

または請求項 のいずれかに記載の第２の装置である記録装置において、第２の記
憶媒体に記録されたコンテンツを再生する第２の再生手段と、前記第２の再生手段と前記
記録手段とを制御する第２の制御手段とをさらに具備し、第２の記憶媒体への記録信号と
第２の記憶媒体からの再生信号の照合による情報等を含む移動情報に基いて、第２の制御
手段により前記第２の再生手段と前記記憶手段とを制御し、前記コンテンツの移動を行う
ことを特徴とするので、別の記憶媒体に記録されたデータを再生し、その記録信号と再生
信号を比較し、相互認証を行った装置間においてコンテンツの移動処理を制御することが
でき、正常なコンテンツ移動ができる。
【０１３１】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 、請求項
または請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、前記第 1の認証手段または
前記第２の認証手段による相互認証は前記コンテンツの移動中にも行い、相互認証が確立
している場合に前記コンテンツの移動を継続することを特徴とするので、相互認証を行っ
た装置間で、移動コンテンツが移動許可されたときのみコンテンツ移動を行うことができ
る。
【０１３２】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置
において、前記第１の認証手段による相互認証は前記コンテンツの移動中にも行い、相互
認証が確立している場合に前記コンテンツの移動を継続することを特徴とするので、相互
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認証を行った外部装置に対して、移動コンテンツが移動許可されたときのみコンテンツを
伝送することができる。
【０１３３】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 ないし請求項

、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第２の装置である記録装置におい
て、前記第２の認証手段による相互認証は前記コンテンツの移動中にも行い、相互認証が
確立している場合に前記コンテンツの移動を継続することを特徴とするので、相互認証を
行った外部装置から伝送された移動コンテンツを、移動許可されたときのみ記録すること
ができる。
【０１３４】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 、請求項
、請求項 または請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、前記コンテン
ツを区分し、前記コンテンツの移動を区分単位で行うことを特徴とするので、相互認証を
行った装置間で、コンテンツの移動を各区分単位で安定して行うことができる。
【０１３５】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第１の装置である
再生消去装置において、前記コンテンツを区分し、前記コンテンツの移動を区分単位で行
うことを特徴とするので、相互認証を行った外部装置に対して、コンテンツを各区分単位
で伝送することができる。
【０１３６】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 ないし請求項

、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の第２の装置である記
録装置において、前記コンテンツを区分し、前記コンテンツの移動を区分単位で行うこと
を特徴とするので、相互認証を行った外部装置から伝送されたコンテンツを各区分単位で
別の記憶媒体に記録することができる。
【０１３７】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 に記載の再生記録装置にお
いて、前記コンテンツの移動を行うとき、第２の記憶媒体への前記コンテンツの記録位置
と、第１の記憶媒体への前記コンテンツの消去位置が同じであることを特徴とするので、
相互認証を行った装置間で、静止画のような複製禁止コンテンツの移動も適切に行うこと
ができる。
【０１３８】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 に記載の
第１の装置である再生消去装置において、前記コンテンツの移動を行うとき、第１の記憶
媒体の前記コンテンツへの消去位置と、前記外部装置の第２の記憶媒体への前記コンテン
ツの記録位置が同じであることを特徴とするので、相互認証を行った外部装置に対して、
静止画のような複製禁止コンテンツも適切に伝送することができる。
【０１３９】
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求項 に記載の第２
の装置である記録装置において、前記コンテンツの移動を行うとき、第２の記憶媒体への
前記コンテンツの記録位置と、前記外部装置の第１の記憶媒体への前記コンテンツの消去
位置が同じであることを特徴とするので、相互認証を行った外部装置から伝送された静止
画のような複製禁止コンテンツも適切に記録することができる。
【０１４０】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 たは請求項 に記載の再
生記録装置において、前記コンテンツの移動が行われる場合に、前記移動情報または著作
権情報等のコンテンツ移動に関する情報を記録して保持する不揮発性メモリとをさらに具
備し、前記不揮発性メモリに前記移動情報が存在する場合には移動処理を継続し、移動が
終了すると前記情報を消去することによって、再生記録装置の電源オフ等によりコンテン
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ツの移動処理が中断された場合、前記メモリ内の移動情報を読み出すことにより移動を再
開することを特徴とするので、コンテンツの移動中に移動が中断されても、不揮発性メモ
リから移動情報を所得することができ、コンテンツの移動を再開または継続することがで
きる。
【０１４１】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 、請求項
、請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載の再生記録装
置において、前記コンテンツの移動が行われる場合に、前記移動情報または著作権情報、
コンテンツの区分を示す情報等のコンテンツ移動に関する情報を記録して保持する不揮発
性メモリとをさらに具備し、前記不揮発性メモリに前記移動情報が存在する場合には移動
処理を継続し、移動が終了すると前記情報を消去することによって、再生記録装置の電源
オフ等によりコンテンツの移動処理が中断された場合、前記メモリ内の移動情報を読み出
すことにより移動を再開することを特徴とするので、相互認証を行った装置間で、コンテ
ンツの移動中に移動が中断されても、不揮発性メモリから移動情報を所得することができ
、コンテンツの移動を再開または継続することができる。
【０１４２】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれか
に記載の第１の装置である再生消去装置において、前記コンテンツの移動が行われる場合
に、前記移動情報または著作権情報、コンテンツの区分を示す情報等のコンテンツ移動に
関する情報を記録して保持する不揮発性メモリとをさらに具備し、前記不揮発性メモリに
前記移動情報が存在する場合には移動処理を継続し、移動が終了すると前記情報を消去す
ることによって、第１の装置の電源オフ等によりコンテンツの移動処理が中断された場合
、前記メモリ内の移動情報を読み出すことにより移動を再開することを特徴とするので、
相互認証を行った外部装置に対してコンテンツを伝送中に、伝送を中断されても、不揮発
性メモリから移動情報を所得することができ、コンテンツの伝送を再開または継続するこ
とができる。
【０１４３】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項１ 求項 または請求項

のいずれかに記載の再生記録装置において、該再生記録装置にコンテンツの移動指示を
送る移動指示手段をさらに具備し、前記移動指示手段の指示により前記コンテンツの移動
を行うことを特徴とするので、再生記録装置本体にコンテンツの移動指示を送ることがで
きる。
【０１４４】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 、請求項
、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のいずれかに記載
の再生記録装置において、前記第１の装置にコンテンツの移動指示を送る移動指示手段を
さらに具備し、前記移動指示手段の指示により前記コンテンツの移動を行うことを特徴と
するので、再生記録装置内の第１の装置にコンテンツの移動指示を送ることができる。
【０１４５】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 または請求項

のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において、該第１の装置にコンテン
ツの移動指示を送る移動指示手段をさらに具備し、前記移動指示手段の指示により前記コ
ンテンツの移動を行うことを特徴とするので、第１の装置にコンテンツの移動指示を送る
ことができる。
【０１４６】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項１ 求項 、請求項 ま
たは請求項 のいずれかに記載の再生記録装置において、前記コンテンツが移動中かど
うかを表示する移動表示手段をさらに具備し、前記移動表示手段により、前記コンテンツ
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の移動が行われているときには移動中であることを表示して装置外部に明示することを特
徴とするので、視聴者にコンテンツが移動中であることを提示する事ができる。
【０１４７】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求項 ないし請求項 、請求項
、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 または請求項 のい
ずれかに記載の再生記録装置において、前記第１の装置に、前記コンテンツが移動中かど
うかを表示する移動表示手段をさらに具備し、前記移動表示手段により、前記コンテンツ
の移動が行われているときには移動中であることを表示して装置外部に明示することを特
徴とするので、視聴者に、相互認証を行った外部装置に対してコンテンツが移動中である
ことを提示する事ができる。
【０１４８】
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求項 ないし請求
項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 、請求項 ま
たは請求項 のいずれかに記載の第１の装置である再生消去装置において、前記コンテ
ンツが移動中かどうかを表示する移動表示手段をさらに具備し、前記移動表示手段により
、前記コンテンツの移動が行われているときには移動中であることを表示して装置外部に
明示することを特徴とするので、視聴者に、相互認証を行った外部装置に対してコンテン
ツが伝送中であることを提示する事ができる。
【０１４９】
また、本発明の請求項 記載の記憶媒体または着脱可能型記憶媒体は、移動の許否を示
す情報を有し、請求項１ないし請求項 のいずれかに記載の再生記録装置、第 1の装置
である再生消去装置または第２の装置である記録装置によってコンテンツの移動を行うこ
とを特徴とするので、コンテンツの移動の許否、または移動元と移動先の記憶媒体の種類
の違いや記憶形態の違いによる移動の許否を示す情報を検出することにより、コンテンツ
移動を制御することができる。
【０１５０】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置における第 1の装置である再生消去装置は
、生成値Ｇよりも小さい未使用生成値の総数Ｔを減ずることによりデータを圧縮する圧縮
手段を具備し、前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値として使用される値の総数が、
データ一値あたりのビット数で表現される値の総数よりも少ないデータ、すなわちデータ
値として使用されない値があるデータにおいて、複数のデータ値を並べて桁を持たせるこ
とにより生成した値であり、前記未使用生成値は、前記使用されないデータ値を含み、複
数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記複数のデータ値は
、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえたものであって、前記著作
権情報や移動情報等の付加情報の挿入等を行うために、前記圧縮手段のデータ圧縮により
データ領域を確保することを特徴とするので、コンテンツの移動情報を含む付加情報をコ
ンテンツに挿入する領域確保ができ、コンテンツ移動の際、伝送レートを増加させること
なく伝送することができる。
【０１５１】
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置における第２の装置である記録装置は、生
成値Ｇよりも小さい前記未使用生成値の総数Ｔを算出し、生成値Ｇに加えることによって
圧縮データを伸長する伸長手段を具備し、前記生成値Ｇは、コンテンツ内のデータ値とし
て使用される値の総数が、データ一値あたりのビット数で表現される値の総数よりも少な
いデータ、すなわちデータ値として使用されない値があるデータにおいて、複数のデータ
値を並べて桁を持たせることにより生成した値であり、前記未使用生成値は、前記使用さ
れないデータ値を含み、複数のデータ値を並べて桁を持たせることにより生成した値であ
り、前記複数のデータ値は、最大データ値の桁数に達するまでゼロを追加し桁数をそろえ
たものであって、前記伸長手段により圧縮データを伸長することを特徴とするので、圧縮
されたディジタルデータを伸長して元のディジタルデータに戻すことができる。
また、本発明の請求項 記載の再生記録装置は、請求 に記載の再生記録装置にお
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いて、前記コンテンツの区分は、前記第１の記憶媒体がビデオカセットテープである場合
は、当該再生記録装置が有する時刻の周期的カウントにより行い、前記第１の記憶媒体が
磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の場合は、該第１の記憶媒体に記憶されて
いるコンテンツのバイト単位で行うことを特徴とするので、コンテンツを各区分単位にす
ることができ、相認証を行った装置間において、コンテンツを区分単位で移動させること
ができる。
また、本発明の請求項 記載の第１の装置である再生消去装置は、請求 に記載の
第１の装置である再生消去装置において、前記コンテンツの区分は、前記第１の記憶媒体
がビデオカセットテープである場合は、当該再生消去装置が有する時刻の周期的カウント
により行い、前記第１の記憶媒体が磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の場合
は、該第１の記憶媒体に記憶されているコンテンツのバイト単位で行うことを特徴とする
ので、コンテンツを各区分単位にすることができ、相互認証を行った外部装置に対して、
コンテンツを区分単位で伝送することができる。
また、本発明の請求項 記載の第２の装置である記録装置は、請求 に記載の第２
の装置である記録装置において、前記コンテンツの区分は、前記第２の記憶媒体がビデオ
カセットテープである場合は、当該記録装置が有する時刻の周期的カウントにより行い、
前記第１の記憶媒体が磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の場合は、該第１の
記憶媒体に記憶されているコンテンツのバイト単位で行うことを特徴とするので、コンテ
ンツを各区分単位にすることができ、相互認証を行った外部装置から、コンテンツを区分
単位で別の記憶媒体に記録することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１における再生記録装置の構成図
【図２】本発明の実施の形態２における再生記録装置の構成図
【図３】本発明の実施の形態３における再生記録装置の構成図
【図４】本発明の実施の形態３ 再生記録装置 の構成図
【図５】本発明の実施の形態３におけるＣＧＭＳ情報を示す波形図
【図６】本発明の実施の形態４における再生記録装置の構成図
【図７】本発明の実施の形態４ 再生記録装置 の構成図
【図８】本発明の実施の形態５における再生記録装置の構成図
【図９】本発明の実施の形態５におけるデータ圧縮の計算式
【図１０】本発明の実施の形態５ 再生記録装置 の構成図
【図１１】本発明の実施の形態５におけるデータ伸長の計算式
【図１２】本発明の実施の形態５ 再生記録装置 の構成図
【図１３】本発明の実施の形態６における再生記録装置の構成図
【図１４】本発明の実施の形態７における再生記録装置の構成図
【図１５】従来の を示す図
【符号の説明】
１　リモコン
２、７　ビデオカセットテープ
３　再生部
４　著作権情報検出部
５　消去部
６　記録部
８　再生記録装置本体
８ａ　第１の装置である再生消去装置
８ｂ　第２の装置である記憶装置
９　ディジタル信号再生部
１０　暗号化部
１１　ＨＤＤ
１２　解読部
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１３　ディジタル信号記録部
１４　ＡＰＳ
１４ａ　ＭＰＥＧデコーダ
１４ｂ　ＮＴＳＣエンコーダ
１５、１６、２０，２１　認証部
１８、２２　伝送ケーブル
１９　ＭＰＥＧ符号部
２３　圧縮部
２３ａ　画像データ分離部
２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ、２３ｅ　乗算器
２３ｆ　加算器
２４　伸長部
２４ａ　圧縮データ分離部
２４ｂ、２４ｃ、２４ｄ、２４ｅ　除算器
２４ｂ、２４ｃ、２４ｄ、２４ｅ　乗算器
２４ｊ　加算器
２５、２６　制御部
２７　ディジタル信号記録部
２８　ディジタル信号再生部
２９　光磁気ディスク
３０　ＣＰＵ
３１　不揮発性メモリ
３２　表示パネル
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

(41) JP 3573685 B2 2004.10.6



【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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